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令和８年度（2026年度）　生徒募集要項

Ⅰ　前　期（ 特　色 ）選　抜

　令和８年度熊本県立菊池農業高等学校の入学者選抜は、この生徒募集要項及び「令和８年度（２０２６
年度）熊本県立高等学校入学者選抜要項」（以下、「入学者選抜要項」という）に基づき実施します。
　詳細は、直接本校にお問い合わせください。

１　実施学科及び募集人員
　⑴　農業科・園芸科・畜産科学科・食品化学科・生活文化科
　⑵　各学科ともに募集人員は２０人以内（募集定員４０人の５０パーセント以内）

２　出願資格
　　入学を志願できる者は、次の⑴、⑵をともに満たしていることを在学又は出身中学校等の校長が
確認した者で、かつ、⑶～⑸のいずれかに該当する者とする。
　⑴　前期（特色）選抜において、本校校長が定めた重視する観点を理解し、希望する者
　⑵　合格した場合は、必ず入学する者
　⑶　中学校（義務教育学校及び特別支援学校中学部を含む。）を卒業した者又は令和８年（２０２６
年）３月に卒業見込みの者

　⑷　中等教育学校の前期課程を修了した者又は令和８年（２０２６年）３月に修了見込みの者
　⑸　学校教育法施行規則第９５条の各号のいずれかに該当し、中学校を卒業した者と同等以上の学
力があると認められた者

　　　なお、本校の重視する観点は以下のとおり
　　農業科
　　　①　基本的な生活習慣を身に付け、学校や社会のルールを守ることができ、自立した学校生活が送

れる者　農業に関して興味・関心があり知識や技術を習得しようとする意欲を持っている者、さ
らに探究心にあふれ、地域の魅力の発見や活用、課題解決に意欲的に取り組む意欲が旺盛な者

　　　②　農業経営者及び農業の理解者として、農業や農業関連産業の発展に貢献できる者
　　　③　部活動や生徒会活動、学校農業クラブ活動などで学校活性化の中心となって取り組む意欲に

あふれ、将来の進路に向かって頑張る意欲と態度が見られる者
　　園芸科
　　　①　基本的な生活習慣を身に付け、園芸に関して興味・関心があり知識や技術を習得しようと

する意欲を持っている者
　　　②　農業経営者及び農業の理解者として、園芸や農業関連産業の発展に貢献できる者
　　　③　部活動や生徒会活動、学校農業クラブ活動などで学校活性化の中心となって取り組む意欲に

あふれ、将来の進路に向かって頑張る意欲と態度が見られる者
　　畜産科学科
　　　①　基本的な生活習慣を身に付け、動物が好きで、生産動物・野生動物・伴侶動物・乗用馬な

どの飼育に興味・関心を持ち、知識・技術を習得しようとする意欲を持っている者
　　　②　農業経営者及び畜産の理解者として、畜産や動物関連産業の発展に貢献できる者
　　　③　部活動や生徒会活動、学校農業クラブ活動などで学校活性化の中心となって取り組む意欲に

あふれ、将来の進路に向かって頑張る意欲と態度が見られる者
　　食品化学科
　　　①　基本的な生活習慣を身に付け、中学校における学習内容を習得しており、食品製造・食品

の分析に興味・関心を持ち、専門的な知識・技術を積極的に学ぶ意欲にあふれる者
　　　②　食品の加工・利用・分析を通して、「食」と「命」の大切さを理解し、食品関連産業の担

い手を志す者、また、関連分野への進学を希望する者
　　　③　部活動や生徒会活動、学校農業クラブ活動などで学校活性化の中心となって取り組む意欲

にあふれ、将来の進路に向かって頑張る意欲と態度が見られる者
　　生活文化科
　　　①　基本的な生活習慣を身に付け、農業及び家庭、生活文化に興味・関心があり知識や技術を

習得しようとする意欲を持っている者
　　　②　生活文化科の専門教科を通した多様な資格取得に積極的に取り組む者、また、地域社会の

発展と創造に貢献する意志がある者
　　　③　部活動や生徒会活動、学校農業クラブ活動などで学校活性化の中心となって取り組む意欲に

あふれ、将来の進路に向かって頑張る意欲と態度が見られる者

３　通学区域等
　　本校の通学区域は、熊本県立高等学校の通学区域に関する規則により、熊本県下全域となる。
　　同規則第４条による特例は、次のとおりとする。
　⑴　通学区域外(以下、「学区外」という。)となる県外からの出願者に入学を許可し得る数は、募集
人員の５パーセント以内とする。 ただし、畜産科学科への県外からの出願者に入学を許可し得る
数は、募集人員の４０パーセント以内とする。

　⑵　前期（特色）選抜における通学区域内の受検者数が募集人員を超えていない場合、前期（特
色）選抜における募集人員内において、学区外出願者について、(1) で設定された人員の上限を超
えて入学を許可することができる。（※入学者選抜要項「５ 通学区域等」を参照）

４　出願期間（「インターネット出願システム入力等の日程」も参照のこと。）
　　　令和８年（２０２６年）１月２０日（火）から１月２３日（金）正午までとする。
　　　志願者がインターネット出願システムにおける出願サイト（以下、「出願サイト」という。）への
所定事項の入力及び入学者選抜手数料の支払いを行い、在学する中学校長又は出身中学校長（以下、
「出身中学校長」）という。）が、インターネット出願システムにおける中学校等用の出願管理サイ
ト（以下、「中学校等専用サイト」という。）を通じ、承認を行った時点で「出願」とみなす。

　　　また、出願に係る書類（様式５及び２１）の提出については、当該期間の毎日午前９時から午
後４時までとし、最終日は、正午までとする。なお、郵送による場合は、１月２２日（木）まで
の消印のあるものに限り受け付ける。

５　出願手続等（詳細については、別途「インターネット出願の手引き」等を参照のこと。）
　　※「インターネット出願の手引き」等は熊本県教育委員会及び本校ホームページに掲載する。
　⑴　志願者情報等登録
　　　志願者は、令和７年（２０２５年）１２月１日（月）から令和８年（２０２６年）１月２３日
（金）正午までに、本校のホームページから出願サイトにアクセスし、所定事項の入力等を行う。

　⑵　出願手続
　　ア　出願者による手続き
　　　　出願者は、次の(ｱ)～(ｵ) を出身中学校長を経由して本校校長に提出する。なお、(ｱ)～(ｳ) につい

ては、上記(1) において入力等を行ったデータにより自動的に作成され、直接提出されるため紙
媒体の提出は不要。また、(ｶ) については、出願サイトを通じて納付する。

　　　(ｱ)　入学願（様式１-(1)）
　　　　ａ　「志願者」の「生活の本拠」欄は番地まで記入すること。
　　　　ｂ　「保護者」の「氏名」及び「生活の本拠」欄については、記入を要しない。
　　　(ｲ)　受検票（様式３）
　　　(ｳ)　写真票（様式４）
　　　　　上記(1) において、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真を、写真用データと

して登録（アップロード）する。なお、登録するデータは、令和７年（２０２５年）９月以
降に撮影したもので、脱帽、正面、上半身のものとする。

　　　(ｴ)　自己申告書（様式５）
　　　　ａ　出願者のうち、欠席日数が１年間で３０日以上の者については、自己申告書を提出するこ

とができる。ただし、３０日未満の日数であっても希望する者は提出することができる。
　　　　ｂ　自己申告書(様式５をコピーして使用しても可)は、出願者本人が記入する。
　　　　ｃ　自己申告書は、本人の氏名、郵便番号、住所を記入した返信用封筒（定形。切手は不要）

を同封の上、厳封した後、出身中学校長に提出する。なお、提出する封筒には、中学校
名、氏名を記入しておくこと。また、いずれの封筒も出願者が準備すること。

　　　(ｵ)　県外公立高等学校入学志願についての証明書（様式２１）
　　　　　県外中学校出身者で熊本県立高等学校に出願する者は、県外公立高等学校入学志願につい

ての証明書を添付しなければならない。
　　　(ｶ)　入学者選抜手数料
　　　　　入学者選抜手数料は、２，２００円とし、令和７年（２０２５年）１２月１日（月）から

令和８年（２０２６年）１月２３日（金）正午までに出願サイトを通じて納付する。
　　　　　なお、納付に係る事務手数料は出願者の負担とし、一旦納付した入学者選抜手数料及び事

務手数料は理由のいかんを問わず返付しない。

　　イ　中学校長による手続
　　　　出身中学校長は、出願者から提出された上記アの(ｱ)～(ｵ)のほか、次の書類を令和８年（２０２

６年）１月２０日（火）から１月２３日（金）までに本校校長に紙媒体で提出するものとする。
受付時間は、午前９時から午後４時までとし、最終日は正午までとする。なお、県外の中学校長
は、熊本県教育委員会（熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号、熊本県教育庁県立学校教育局高
校教育課長宛て）及び本校校長に、成績一覧表（熊本県の様式に沿ったもの）を令和８年（２０
２６年）１月２０日（火）から１月２３日（金）までに各１部提出しなければならない。（※入
学者選抜要項「Ⅴ県外からの出願及び県外への出願の手続」を参照）

　　　(ｱ)　調査書　　（様式６）（※入学者選抜要項「７ 出願手続等」を参照）
　　　(ｲ)　成績一覧表（様式７）（※入学者選抜要項「７ 出願手続等」を参照）
　　ウ　本校校長による手続
　　　　本校校長は、提出された上記のアの(ｱ)～(ｵ)を受理した場合は、出願サイトを通じて受検票を

交付する。
　⑶　出願の制限
　　　出願は、公立学校のうち、１校１学科限りとする。第２志望を申し出ることはできない。
　⑷　出願変更
　　　いったん出願した場合は、変更はできない。
　⑸　出願取消し
　　　やむを得ない事情のために出願を取り消す場合は、令和８年（２０２６年）１月２６日（月）から

１月３０日（金）午後４時までに、本人、保護者及び出身中学校長連署の上、文書で本校校長に届け
出なければならない。

　⑹　インターネット出願ができない場合
　　　インターネット環境が整わない等のやむを得ない事情により、インターネット出願ができない
志願者は本校へ問い合わせること。

６　選抜
　⑴　実施日
　　　令和８年（２０２６年）２月２日（月）
　⑵　検査場
　　　熊本県立菊池農業高等学校（集合場所は体育館）
　⑶　検査内容・検査時間　【全学科共通】
　　　集合時刻　　　　　午前９時００分
　　　点呼・諸注意　　　午前９時０５分

　⑷　選抜の方法等（選抜資料の取扱い等）
　　　　農　業　科　　作文（３割）、個人面接（４割）、調査書（３割） 
　　　　園　芸　科　　作文（３割）、個人面接（４割）、調査書（３割）
　　　　畜産科学科　　作文（３割）、個人面接（４割）、調査書（３割）
　　　　食品化学科　　作文（２割）、個人面接（４割）、調査書（４割）
　　　　生活文化科　　作文（３割）、個人面接（４割）、調査書（３割）
　⑸　受検者の携帯品
　　　受検者は、受検票（令和８年（２０２６年）１月２６日（月）から２月２日（月）までの間に
出願サイトを通じて印刷する。）、筆記用具、消しゴム、上履き、軽食（面接待ち時間に軽食が
取れます。）を持参する。ただし、下敷き、電卓、計算機能・辞書機能・地図表示機能を持つ時
計、移動通信機器（携帯電話等）、ウェアラブル端末（スマートウォッチ等）等、検査上公正を
欠くものの検査を実施する教室への持ち込みは許さない。

　⑹　その他
　　　入学願、調査書及び成績一覧表等の提出書類に虚偽の事実を発見した場合は、合格発表後で
あっても、その合格を取り消すことがある。

７　選抜結果の通知等
　　令和８年（２０２６年）２月９日（月）に、本校校長から出願者の出身中学校長に通知（様式８）
するとともに、合格内定者に対しては、出身中学校長をとおして本人に通知（様式９）する。
　　ただし、選抜結果の通知書は、出願者の出身中学校長又はその代理者に手交することができる。
代理者は委任状を持参するものとする。

８　合格者の発表
　　令和８年（２０２６年）３月１２日（木）に、後期（一般）選抜の合格者と同時に、受検番号で
発表する。本校における掲示の発表は行わず、特設Ｗｅｂページで発表する。詳細については、別
途通知するとともに県教育委員会のホームページに掲載される。なお、合否についての電話での問
い合わせには一切応じない。

９　不合格者の取扱い
　⑴　選抜の結果、不合格になった者は、改めて後期（一般）選抜に出願することができる。なお、
本校に再び出願する場合は、出願に必要な書類のうち、調査書、成績一覧表を省略するものとする。

　⑵　本校校長は、不合格者の中で自己申告書を提出した者については、その自己申告書を出願者本
人宛て、親展にて返却するものとする。

10　合格者説明会
　　令和８年（２０２６年）３月２５日（水）午前９時より本校体育館にて入学における重要な事項
について、連絡及び説明をするとともに、体育用品、スリッパ、実習服（食品化学科）等の採寸を
行う予定である。なお、詳細は本校ホームページ等にて掲載する。
　　合格者は、筆記用具、上履きを持参のうえ、必ず保護者同伴で出席すること。当日無断欠席した
者については、入学の意志がないものとして、合格を取り消すことがあるので留意すること。
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　　食品化学科
　　　①　基本的な生活習慣を身に付け、中学校における学習内容を習得しており、食品製造・食品

の分析に興味・関心を持ち、専門的な知識・技術を積極的に学ぶ意欲にあふれる者
　　　②　食品の加工・利用・分析を通して、「食」と「命」の大切さを理解し、食品関連産業の担

い手を志す者、また、関連分野への進学を希望する者
　　　③　部活動や生徒会活動、学校農業クラブ活動などで学校活性化の中心となって取り組む意欲

にあふれ、将来の進路に向かって頑張る意欲と態度が見られる者
　　生活文化科
　　　①　基本的な生活習慣を身に付け、農業及び家庭、生活文化に興味・関心があり知識や技術を

習得しようとする意欲を持っている者
　　　②　生活文化科の専門教科を通した多様な資格取得に積極的に取り組む者、また、地域社会の

発展と創造に貢献する意志がある者
　　　③　部活動や生徒会活動、学校農業クラブ活動などで学校活性化の中心となって取り組む意欲に

あふれ、将来の進路に向かって頑張る意欲と態度が見られる者

３　通学区域等
　　本校の通学区域は、熊本県立高等学校の通学区域に関する規則により、熊本県下全域となる。
　　同規則第４条による特例は、次のとおりとする。
　⑴　通学区域外(以下、「学区外」という。)となる県外からの出願者に入学を許可し得る数は、募集
人員の５パーセント以内とする。 ただし、畜産科学科への県外からの出願者に入学を許可し得る
数は、募集人員の４０パーセント以内とする。

　⑵　前期（特色）選抜における通学区域内の受検者数が募集人員を超えていない場合、前期（特
色）選抜における募集人員内において、学区外出願者について、(1) で設定された人員の上限を超
えて入学を許可することができる。（※入学者選抜要項「５ 通学区域等」を参照）

４　出願期間（「インターネット出願システム入力等の日程」も参照のこと。）
　　　令和８年（２０２６年）１月２０日（火）から１月２３日（金）正午までとする。
　　　志願者がインターネット出願システムにおける出願サイト（以下、「出願サイト」という。）への
所定事項の入力及び入学者選抜手数料の支払いを行い、在学する中学校長又は出身中学校長（以下、
「出身中学校長」）という。）が、インターネット出願システムにおける中学校等用の出願管理サイ
ト（以下、「中学校等専用サイト」という。）を通じ、承認を行った時点で「出願」とみなす。

　　　また、出願に係る書類（様式５及び２１）の提出については、当該期間の毎日午前９時から午
後４時までとし、最終日は、正午までとする。なお、郵送による場合は、１月２２日（木）まで
の消印のあるものに限り受け付ける。

５　出願手続等（詳細については、別途「インターネット出願の手引き」等を参照のこと。）
　　※「インターネット出願の手引き」等は熊本県教育委員会及び本校ホームページに掲載する。
　⑴　志願者情報等登録
　　　志願者は、令和７年（２０２５年）１２月１日（月）から令和８年（２０２６年）１月２３日
（金）正午までに、本校のホームページから出願サイトにアクセスし、所定事項の入力等を行う。

　⑵　出願手続
　　ア　出願者による手続き
　　　　出願者は、次の(ｱ)～(ｵ) を出身中学校長を経由して本校校長に提出する。なお、(ｱ)～(ｳ) につい

ては、上記(1) において入力等を行ったデータにより自動的に作成され、直接提出されるため紙
媒体の提出は不要。また、(ｶ) については、出願サイトを通じて納付する。

　　　(ｱ)　入学願（様式１-(1)）
　　　　ａ　「志願者」の「生活の本拠」欄は番地まで記入すること。
　　　　ｂ　「保護者」の「氏名」及び「生活の本拠」欄については、記入を要しない。
　　　(ｲ)　受検票（様式３）
　　　(ｳ)　写真票（様式４）
　　　　　上記(1) において、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真を、写真用データと

して登録（アップロード）する。なお、登録するデータは、令和７年（２０２５年）９月以
降に撮影したもので、脱帽、正面、上半身のものとする。

　　　(ｴ)　自己申告書（様式５）
　　　　ａ　出願者のうち、欠席日数が１年間で３０日以上の者については、自己申告書を提出するこ

とができる。ただし、３０日未満の日数であっても希望する者は提出することができる。
　　　　ｂ　自己申告書(様式５をコピーして使用しても可)は、出願者本人が記入する。
　　　　ｃ　自己申告書は、本人の氏名、郵便番号、住所を記入した返信用封筒（定形。切手は不要）

を同封の上、厳封した後、出身中学校長に提出する。なお、提出する封筒には、中学校
名、氏名を記入しておくこと。また、いずれの封筒も出願者が準備すること。

　　　(ｵ)　県外公立高等学校入学志願についての証明書（様式２１）
　　　　　県外中学校出身者で熊本県立高等学校に出願する者は、県外公立高等学校入学志願につい

ての証明書を添付しなければならない。
　　　(ｶ)　入学者選抜手数料
　　　　　入学者選抜手数料は、２，２００円とし、令和７年（２０２５年）１２月１日（月）から

令和８年（２０２６年）１月２３日（金）正午までに出願サイトを通じて納付する。
　　　　　なお、納付に係る事務手数料は出願者の負担とし、一旦納付した入学者選抜手数料及び事

務手数料は理由のいかんを問わず返付しない。

　　イ　中学校長による手続
　　　　出身中学校長は、出願者から提出された上記アの(ｱ)～(ｵ)のほか、次の書類を令和８年（２０２

６年）１月２０日（火）から１月２３日（金）までに本校校長に紙媒体で提出するものとする。
受付時間は、午前９時から午後４時までとし、最終日は正午までとする。なお、県外の中学校長
は、熊本県教育委員会（熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号、熊本県教育庁県立学校教育局高
校教育課長宛て）及び本校校長に、成績一覧表（熊本県の様式に沿ったもの）を令和８年（２０
２６年）１月２０日（火）から１月２３日（金）までに各１部提出しなければならない。（※入
学者選抜要項「Ⅴ県外からの出願及び県外への出願の手続」を参照）

　　　(ｱ)　調査書　　（様式６）（※入学者選抜要項「７ 出願手続等」を参照）
　　　(ｲ)　成績一覧表（様式７）（※入学者選抜要項「７ 出願手続等」を参照）
　　ウ　本校校長による手続
　　　　本校校長は、提出された上記のアの(ｱ)～(ｵ)を受理した場合は、出願サイトを通じて受検票を

交付する。
　⑶　出願の制限
　　　出願は、公立学校のうち、１校１学科限りとする。第２志望を申し出ることはできない。
　⑷　出願変更
　　　いったん出願した場合は、変更はできない。
　⑸　出願取消し
　　　やむを得ない事情のために出願を取り消す場合は、令和８年（２０２６年）１月２６日（月）から

１月３０日（金）午後４時までに、本人、保護者及び出身中学校長連署の上、文書で本校校長に届け
出なければならない。

　⑹　インターネット出願ができない場合
　　　インターネット環境が整わない等のやむを得ない事情により、インターネット出願ができない
志願者は本校へ問い合わせること。

６　選抜
　⑴　実施日
　　　令和８年（２０２６年）２月２日（月）
　⑵　検査場
　　　熊本県立菊池農業高等学校（集合場所は体育館）
　⑶　検査内容・検査時間　【全学科共通】
　　　集合時刻　　　　　午前９時００分
　　　点呼・諸注意　　　午前９時０５分

　⑷　選抜の方法等（選抜資料の取扱い等）
　　　　農　業　科　　作文（３割）、個人面接（４割）、調査書（３割） 
　　　　園　芸　科　　作文（３割）、個人面接（４割）、調査書（３割）
　　　　畜産科学科　　作文（３割）、個人面接（４割）、調査書（３割）
　　　　食品化学科　　作文（２割）、個人面接（４割）、調査書（４割）
　　　　生活文化科　　作文（３割）、個人面接（４割）、調査書（３割）
　⑸　受検者の携帯品
　　　受検者は、受検票（令和８年（２０２６年）１月２６日（月）から２月２日（月）までの間に
出願サイトを通じて印刷する。）、筆記用具、消しゴム、上履き、軽食（面接待ち時間に軽食が
取れます。）を持参する。ただし、下敷き、電卓、計算機能・辞書機能・地図表示機能を持つ時
計、移動通信機器（携帯電話等）、ウェアラブル端末（スマートウォッチ等）等、検査上公正を
欠くものの検査を実施する教室への持ち込みは許さない。

　⑹　その他
　　　入学願、調査書及び成績一覧表等の提出書類に虚偽の事実を発見した場合は、合格発表後で
あっても、その合格を取り消すことがある。

７　選抜結果の通知等
　　令和８年（２０２６年）２月９日（月）に、本校校長から出願者の出身中学校長に通知（様式８）
するとともに、合格内定者に対しては、出身中学校長をとおして本人に通知（様式９）する。
　　ただし、選抜結果の通知書は、出願者の出身中学校長又はその代理者に手交することができる。
代理者は委任状を持参するものとする。

８　合格者の発表
　　令和８年（２０２６年）３月１２日（木）に、後期（一般）選抜の合格者と同時に、受検番号で
発表する。本校における掲示の発表は行わず、特設Ｗｅｂページで発表する。詳細については、別
途通知するとともに県教育委員会のホームページに掲載される。なお、合否についての電話での問
い合わせには一切応じない。

９　不合格者の取扱い
　⑴　選抜の結果、不合格になった者は、改めて後期（一般）選抜に出願することができる。なお、
本校に再び出願する場合は、出願に必要な書類のうち、調査書、成績一覧表を省略するものとする。

　⑵　本校校長は、不合格者の中で自己申告書を提出した者については、その自己申告書を出願者本
人宛て、親展にて返却するものとする。

10　合格者説明会
　　令和８年（２０２６年）３月２５日（水）午前９時より本校体育館にて入学における重要な事項
について、連絡及び説明をするとともに、体育用品、スリッパ、実習服（食品化学科）等の採寸を
行う予定である。なお、詳細は本校ホームページ等にて掲載する。
　　合格者は、筆記用具、上履きを持参のうえ、必ず保護者同伴で出席すること。当日無断欠席した
者については、入学の意志がないものとして、合格を取り消すことがあるので留意すること。
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１　実施学科及び募集人員
　⑴　農業科・園芸科・畜産科学科・食品化学科・生活文化科
　⑵　各学科ともに募集人員は２０人以内（募集定員４０人の５０パーセント以内）

２　出願資格
　　入学を志願できる者は、次の⑴、⑵をともに満たしていることを在学又は出身中学校等の校長が
確認した者で、かつ、⑶～⑸のいずれかに該当する者とする。
　⑴　前期（特色）選抜において、本校校長が定めた重視する観点を理解し、希望する者
　⑵　合格した場合は、必ず入学する者
　⑶　中学校（義務教育学校及び特別支援学校中学部を含む。）を卒業した者又は令和８年（２０２６
年）３月に卒業見込みの者

　⑷　中等教育学校の前期課程を修了した者又は令和８年（２０２６年）３月に修了見込みの者
　⑸　学校教育法施行規則第９５条の各号のいずれかに該当し、中学校を卒業した者と同等以上の学
力があると認められた者

　　　なお、本校の重視する観点は以下のとおり
　　農業科
　　　①　基本的な生活習慣を身に付け、学校や社会のルールを守ることができ、自立した学校生活が送

れる者　農業に関して興味・関心があり知識や技術を習得しようとする意欲を持っている者、さ
らに探究心にあふれ、地域の魅力の発見や活用、課題解決に意欲的に取り組む意欲が旺盛な者

　　　②　農業経営者及び農業の理解者として、農業や農業関連産業の発展に貢献できる者
　　　③　部活動や生徒会活動、学校農業クラブ活動などで学校活性化の中心となって取り組む意欲に

あふれ、将来の進路に向かって頑張る意欲と態度が見られる者
　　園芸科
　　　①　基本的な生活習慣を身に付け、園芸に関して興味・関心があり知識や技術を習得しようと

する意欲を持っている者
　　　②　農業経営者及び農業の理解者として、園芸や農業関連産業の発展に貢献できる者
　　　③　部活動や生徒会活動、学校農業クラブ活動などで学校活性化の中心となって取り組む意欲に

あふれ、将来の進路に向かって頑張る意欲と態度が見られる者
　　畜産科学科
　　　①　基本的な生活習慣を身に付け、動物が好きで、生産動物・野生動物・伴侶動物・乗用馬な

どの飼育に興味・関心を持ち、知識・技術を習得しようとする意欲を持っている者
　　　②　農業経営者及び畜産の理解者として、畜産や動物関連産業の発展に貢献できる者
　　　③　部活動や生徒会活動、学校農業クラブ活動などで学校活性化の中心となって取り組む意欲に

あふれ、将来の進路に向かって頑張る意欲と態度が見られる者
　　食品化学科
　　　①　基本的な生活習慣を身に付け、中学校における学習内容を習得しており、食品製造・食品

の分析に興味・関心を持ち、専門的な知識・技術を積極的に学ぶ意欲にあふれる者
　　　②　食品の加工・利用・分析を通して、「食」と「命」の大切さを理解し、食品関連産業の担

い手を志す者、また、関連分野への進学を希望する者
　　　③　部活動や生徒会活動、学校農業クラブ活動などで学校活性化の中心となって取り組む意欲

にあふれ、将来の進路に向かって頑張る意欲と態度が見られる者
　　生活文化科
　　　①　基本的な生活習慣を身に付け、農業及び家庭、生活文化に興味・関心があり知識や技術を

習得しようとする意欲を持っている者
　　　②　生活文化科の専門教科を通した多様な資格取得に積極的に取り組む者、また、地域社会の

発展と創造に貢献する意志がある者
　　　③　部活動や生徒会活動、学校農業クラブ活動などで学校活性化の中心となって取り組む意欲に

あふれ、将来の進路に向かって頑張る意欲と態度が見られる者

３　通学区域等
　　本校の通学区域は、熊本県立高等学校の通学区域に関する規則により、熊本県下全域となる。
　　同規則第４条による特例は、次のとおりとする。
　⑴　通学区域外(以下、「学区外」という。)となる県外からの出願者に入学を許可し得る数は、募集
人員の５パーセント以内とする。 ただし、畜産科学科への県外からの出願者に入学を許可し得る
数は、募集人員の４０パーセント以内とする。

　⑵　前期（特色）選抜における通学区域内の受検者数が募集人員を超えていない場合、前期（特
色）選抜における募集人員内において、学区外出願者について、(1) で設定された人員の上限を超
えて入学を許可することができる。（※入学者選抜要項「５ 通学区域等」を参照）

４　出願期間（「インターネット出願システム入力等の日程」も参照のこと。）
　　　令和８年（２０２６年）１月２０日（火）から１月２３日（金）正午までとする。
　　　志願者がインターネット出願システムにおける出願サイト（以下、「出願サイト」という。）への
所定事項の入力及び入学者選抜手数料の支払いを行い、在学する中学校長又は出身中学校長（以下、
「出身中学校長」）という。）が、インターネット出願システムにおける中学校等用の出願管理サイ
ト（以下、「中学校等専用サイト」という。）を通じ、承認を行った時点で「出願」とみなす。

　　　また、出願に係る書類（様式５及び２１）の提出については、当該期間の毎日午前９時から午
後４時までとし、最終日は、正午までとする。なお、郵送による場合は、１月２２日（木）まで
の消印のあるものに限り受け付ける。

５　出願手続等（詳細については、別途「インターネット出願の手引き」等を参照のこと。）
　　※「インターネット出願の手引き」等は熊本県教育委員会及び本校ホームページに掲載する。
　⑴　志願者情報等登録
　　　志願者は、令和７年（２０２５年）１２月１日（月）から令和８年（２０２６年）１月２３日
（金）正午までに、本校のホームページから出願サイトにアクセスし、所定事項の入力等を行う。

　⑵　出願手続
　　ア　出願者による手続き
　　　　出願者は、次の(ｱ)～(ｵ) を出身中学校長を経由して本校校長に提出する。なお、(ｱ)～(ｳ) につい

ては、上記(1) において入力等を行ったデータにより自動的に作成され、直接提出されるため紙
媒体の提出は不要。また、(ｶ) については、出願サイトを通じて納付する。

　　　(ｱ)　入学願（様式１-(1)）
　　　　ａ　「志願者」の「生活の本拠」欄は番地まで記入すること。
　　　　ｂ　「保護者」の「氏名」及び「生活の本拠」欄については、記入を要しない。
　　　(ｲ)　受検票（様式３）
　　　(ｳ)　写真票（様式４）
　　　　　上記(1) において、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真を、写真用データと

して登録（アップロード）する。なお、登録するデータは、令和７年（２０２５年）９月以
降に撮影したもので、脱帽、正面、上半身のものとする。

　　　(ｴ)　自己申告書（様式５）
　　　　ａ　出願者のうち、欠席日数が１年間で３０日以上の者については、自己申告書を提出するこ

とができる。ただし、３０日未満の日数であっても希望する者は提出することができる。
　　　　ｂ　自己申告書(様式５をコピーして使用しても可)は、出願者本人が記入する。
　　　　ｃ　自己申告書は、本人の氏名、郵便番号、住所を記入した返信用封筒（定形。切手は不要）

を同封の上、厳封した後、出身中学校長に提出する。なお、提出する封筒には、中学校
名、氏名を記入しておくこと。また、いずれの封筒も出願者が準備すること。

　　　(ｵ)　県外公立高等学校入学志願についての証明書（様式２１）
　　　　　県外中学校出身者で熊本県立高等学校に出願する者は、県外公立高等学校入学志願につい

ての証明書を添付しなければならない。
　　　(ｶ)　入学者選抜手数料
　　　　　入学者選抜手数料は、２，２００円とし、令和７年（２０２５年）１２月１日（月）から

令和８年（２０２６年）１月２３日（金）正午までに出願サイトを通じて納付する。
　　　　　なお、納付に係る事務手数料は出願者の負担とし、一旦納付した入学者選抜手数料及び事

務手数料は理由のいかんを問わず返付しない。

　　イ　中学校長による手続
　　　　出身中学校長は、出願者から提出された上記アの(ｱ)～(ｵ)のほか、次の書類を令和８年（２０２

６年）１月２０日（火）から１月２３日（金）までに本校校長に紙媒体で提出するものとする。
受付時間は、午前９時から午後４時までとし、最終日は正午までとする。なお、県外の中学校長
は、熊本県教育委員会（熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号、熊本県教育庁県立学校教育局高
校教育課長宛て）及び本校校長に、成績一覧表（熊本県の様式に沿ったもの）を令和８年（２０
２６年）１月２０日（火）から１月２３日（金）までに各１部提出しなければならない。（※入
学者選抜要項「Ⅴ県外からの出願及び県外への出願の手続」を参照）

　　　(ｱ)　調査書　　（様式６）（※入学者選抜要項「７ 出願手続等」を参照）
　　　(ｲ)　成績一覧表（様式７）（※入学者選抜要項「７ 出願手続等」を参照）
　　ウ　本校校長による手続
　　　　本校校長は、提出された上記のアの(ｱ)～(ｵ)を受理した場合は、出願サイトを通じて受検票を

交付する。
　⑶　出願の制限
　　　出願は、公立学校のうち、１校１学科限りとする。第２志望を申し出ることはできない。
　⑷　出願変更
　　　いったん出願した場合は、変更はできない。
　⑸　出願取消し
　　　やむを得ない事情のために出願を取り消す場合は、令和８年（２０２６年）１月２６日（月）から
１月３０日（金）午後４時までに、本人、保護者及び出身中学校長連署の上、文書で本校校長に届け
出なければならない。

　⑹　インターネット出願ができない場合
　　　インターネット環境が整わない等のやむを得ない事情により、インターネット出願ができない
志願者は本校へ問い合わせること。

６　選抜
　⑴　実施日
　　　令和８年（２０２６年）２月２日（月）
　⑵　検査場
　　　熊本県立菊池農業高等学校（集合場所は体育館）
　⑶　検査内容・検査時間　【全学科共通】
　　　集合時刻　　　　　午前９時００分
　　　点呼・諸注意　　　午前９時０５分

　⑷　選抜の方法等（選抜資料の取扱い等）
　　　　農　業　科　　作文（３割）、個人面接（４割）、調査書（３割） 
　　　　園　芸　科　　作文（３割）、個人面接（４割）、調査書（３割）
　　　　畜産科学科　　作文（３割）、個人面接（４割）、調査書（３割）
　　　　食品化学科　　作文（２割）、個人面接（４割）、調査書（４割）
　　　　生活文化科　　作文（３割）、個人面接（４割）、調査書（３割）
　⑸　受検者の携帯品
　　　受検者は、受検票（令和８年（２０２６年）１月２６日（月）から２月２日（月）までの間に
出願サイトを通じて印刷する。）、筆記用具、消しゴム、上履き、軽食（面接待ち時間に軽食が
取れます。）を持参する。ただし、下敷き、電卓、計算機能・辞書機能・地図表示機能を持つ時
計、移動通信機器（携帯電話等）、ウェアラブル端末（スマートウォッチ等）等、検査上公正を
欠くものの検査を実施する教室への持ち込みは許さない。

　⑹　その他
　　　入学願、調査書及び成績一覧表等の提出書類に虚偽の事実を発見した場合は、合格発表後で
あっても、その合格を取り消すことがある。

７　選抜結果の通知等
　　令和８年（２０２６年）２月９日（月）に、本校校長から出願者の出身中学校長に通知（様式８）
するとともに、合格内定者に対しては、出身中学校長をとおして本人に通知（様式９）する。
　　ただし、選抜結果の通知書は、出願者の出身中学校長又はその代理者に手交することができる。
代理者は委任状を持参するものとする。

８　合格者の発表
　　令和８年（２０２６年）３月１２日（木）に、後期（一般）選抜の合格者と同時に、受検番号で
発表する。本校における掲示の発表は行わず、特設Ｗｅｂページで発表する。詳細については、別
途通知するとともに県教育委員会のホームページに掲載される。なお、合否についての電話での問
い合わせには一切応じない。

９　不合格者の取扱い
　⑴　選抜の結果、不合格になった者は、改めて後期（一般）選抜に出願することができる。なお、
本校に再び出願する場合は、出願に必要な書類のうち、調査書、成績一覧表を省略するものとする。

　⑵　本校校長は、不合格者の中で自己申告書を提出した者については、その自己申告書を出願者本
人宛て、親展にて返却するものとする。

10　合格者説明会
　　令和８年（２０２６年）３月２５日（水）午前９時より本校体育館にて入学における重要な事項
について、連絡及び説明をするとともに、体育用品、スリッパ、実習服（食品化学科）等の採寸を
行う予定である。なお、詳細は本校ホームページ等にて掲載する。
　　合格者は、筆記用具、上履きを持参のうえ、必ず保護者同伴で出席すること。当日無断欠席した
者については、入学の意志がないものとして、合格を取り消すことがあるので留意すること。

内　　　容

検査１ 作文 ３０分、４００字以内 ９：５０

１０：５０

１０：２０

面接終了者は
検査終了検査２ 個人面接 ３～５分程度

休　　　憩

開始時刻 終了時刻
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１　実施学科及び募集人員
　⑴　農業科・園芸科・畜産科学科・食品化学科・生活文化科
　⑵　各学科ともに募集人員は２０人以内（募集定員４０人の５０パーセント以内）

２　出願資格
　　入学を志願できる者は、次の⑴、⑵をともに満たしていることを在学又は出身中学校等の校長が
確認した者で、かつ、⑶～⑸のいずれかに該当する者とする。
　⑴　前期（特色）選抜において、本校校長が定めた重視する観点を理解し、希望する者
　⑵　合格した場合は、必ず入学する者
　⑶　中学校（義務教育学校及び特別支援学校中学部を含む。）を卒業した者又は令和８年（２０２６
年）３月に卒業見込みの者

　⑷　中等教育学校の前期課程を修了した者又は令和８年（２０２６年）３月に修了見込みの者
　⑸　学校教育法施行規則第９５条の各号のいずれかに該当し、中学校を卒業した者と同等以上の学
力があると認められた者

　　　なお、本校の重視する観点は以下のとおり
　　農業科
　　　①　基本的な生活習慣を身に付け、学校や社会のルールを守ることができ、自立した学校生活が送

れる者　農業に関して興味・関心があり知識や技術を習得しようとする意欲を持っている者、さ
らに探究心にあふれ、地域の魅力の発見や活用、課題解決に意欲的に取り組む意欲が旺盛な者

　　　②　農業経営者及び農業の理解者として、農業や農業関連産業の発展に貢献できる者
　　　③　部活動や生徒会活動、学校農業クラブ活動などで学校活性化の中心となって取り組む意欲に

あふれ、将来の進路に向かって頑張る意欲と態度が見られる者
　　園芸科
　　　①　基本的な生活習慣を身に付け、園芸に関して興味・関心があり知識や技術を習得しようと

する意欲を持っている者
　　　②　農業経営者及び農業の理解者として、園芸や農業関連産業の発展に貢献できる者
　　　③　部活動や生徒会活動、学校農業クラブ活動などで学校活性化の中心となって取り組む意欲に

あふれ、将来の進路に向かって頑張る意欲と態度が見られる者
　　畜産科学科
　　　①　基本的な生活習慣を身に付け、動物が好きで、生産動物・野生動物・伴侶動物・乗用馬な

どの飼育に興味・関心を持ち、知識・技術を習得しようとする意欲を持っている者
　　　②　農業経営者及び畜産の理解者として、畜産や動物関連産業の発展に貢献できる者
　　　③　部活動や生徒会活動、学校農業クラブ活動などで学校活性化の中心となって取り組む意欲に

あふれ、将来の進路に向かって頑張る意欲と態度が見られる者
　　食品化学科
　　　①　基本的な生活習慣を身に付け、中学校における学習内容を習得しており、食品製造・食品

の分析に興味・関心を持ち、専門的な知識・技術を積極的に学ぶ意欲にあふれる者
　　　②　食品の加工・利用・分析を通して、「食」と「命」の大切さを理解し、食品関連産業の担

い手を志す者、また、関連分野への進学を希望する者
　　　③　部活動や生徒会活動、学校農業クラブ活動などで学校活性化の中心となって取り組む意欲

にあふれ、将来の進路に向かって頑張る意欲と態度が見られる者
　　生活文化科
　　　①　基本的な生活習慣を身に付け、農業及び家庭、生活文化に興味・関心があり知識や技術を

習得しようとする意欲を持っている者
　　　②　生活文化科の専門教科を通した多様な資格取得に積極的に取り組む者、また、地域社会の

発展と創造に貢献する意志がある者
　　　③　部活動や生徒会活動、学校農業クラブ活動などで学校活性化の中心となって取り組む意欲に

あふれ、将来の進路に向かって頑張る意欲と態度が見られる者

３　通学区域等
　　本校の通学区域は、熊本県立高等学校の通学区域に関する規則により、熊本県下全域となる。
　　同規則第４条による特例は、次のとおりとする。
　⑴　通学区域外(以下、「学区外」という。)となる県外からの出願者に入学を許可し得る数は、募集
人員の５パーセント以内とする。 ただし、畜産科学科への県外からの出願者に入学を許可し得る
数は、募集人員の４０パーセント以内とする。

　⑵　前期（特色）選抜における通学区域内の受検者数が募集人員を超えていない場合、前期（特
色）選抜における募集人員内において、学区外出願者について、(1) で設定された人員の上限を超
えて入学を許可することができる。（※入学者選抜要項「５ 通学区域等」を参照）

４　出願期間（「インターネット出願システム入力等の日程」も参照のこと。）
　　　令和８年（２０２６年）１月２０日（火）から１月２３日（金）正午までとする。
　　　志願者がインターネット出願システムにおける出願サイト（以下、「出願サイト」という。）への
所定事項の入力及び入学者選抜手数料の支払いを行い、在学する中学校長又は出身中学校長（以下、
「出身中学校長」）という。）が、インターネット出願システムにおける中学校等用の出願管理サイ
ト（以下、「中学校等専用サイト」という。）を通じ、承認を行った時点で「出願」とみなす。

　　　また、出願に係る書類（様式５及び２１）の提出については、当該期間の毎日午前９時から午
後４時までとし、最終日は、正午までとする。なお、郵送による場合は、１月２２日（木）まで
の消印のあるものに限り受け付ける。

５　出願手続等（詳細については、別途「インターネット出願の手引き」等を参照のこと。）
　　※「インターネット出願の手引き」等は熊本県教育委員会及び本校ホームページに掲載する。
　⑴　志願者情報等登録
　　　志願者は、令和７年（２０２５年）１２月１日（月）から令和８年（２０２６年）１月２３日
（金）正午までに、本校のホームページから出願サイトにアクセスし、所定事項の入力等を行う。

　⑵　出願手続
　　ア　出願者による手続き
　　　　出願者は、次の(ｱ)～(ｵ) を出身中学校長を経由して本校校長に提出する。なお、(ｱ)～(ｳ) につい

ては、上記(1) において入力等を行ったデータにより自動的に作成され、直接提出されるため紙
媒体の提出は不要。また、(ｶ) については、出願サイトを通じて納付する。

　　　(ｱ)　入学願（様式１-(1)）
　　　　ａ　「志願者」の「生活の本拠」欄は番地まで記入すること。
　　　　ｂ　「保護者」の「氏名」及び「生活の本拠」欄については、記入を要しない。
　　　(ｲ)　受検票（様式３）
　　　(ｳ)　写真票（様式４）
　　　　　上記(1) において、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真を、写真用データと

して登録（アップロード）する。なお、登録するデータは、令和７年（２０２５年）９月以
降に撮影したもので、脱帽、正面、上半身のものとする。

　　　(ｴ)　自己申告書（様式５）
　　　　ａ　出願者のうち、欠席日数が１年間で３０日以上の者については、自己申告書を提出するこ

とができる。ただし、３０日未満の日数であっても希望する者は提出することができる。
　　　　ｂ　自己申告書(様式５をコピーして使用しても可)は、出願者本人が記入する。
　　　　ｃ　自己申告書は、本人の氏名、郵便番号、住所を記入した返信用封筒（定形。切手は不要）

を同封の上、厳封した後、出身中学校長に提出する。なお、提出する封筒には、中学校
名、氏名を記入しておくこと。また、いずれの封筒も出願者が準備すること。

　　　(ｵ)　県外公立高等学校入学志願についての証明書（様式２１）
　　　　　県外中学校出身者で熊本県立高等学校に出願する者は、県外公立高等学校入学志願につい

ての証明書を添付しなければならない。
　　　(ｶ)　入学者選抜手数料
　　　　　入学者選抜手数料は、２，２００円とし、令和７年（２０２５年）１２月１日（月）から

令和８年（２０２６年）１月２３日（金）正午までに出願サイトを通じて納付する。
　　　　　なお、納付に係る事務手数料は出願者の負担とし、一旦納付した入学者選抜手数料及び事

務手数料は理由のいかんを問わず返付しない。

　　イ　中学校長による手続
　　　　出身中学校長は、出願者から提出された上記アの(ｱ)～(ｵ)のほか、次の書類を令和８年（２０２

６年）１月２０日（火）から１月２３日（金）までに本校校長に紙媒体で提出するものとする。
受付時間は、午前９時から午後４時までとし、最終日は正午までとする。なお、県外の中学校長
は、熊本県教育委員会（熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号、熊本県教育庁県立学校教育局高
校教育課長宛て）及び本校校長に、成績一覧表（熊本県の様式に沿ったもの）を令和８年（２０
２６年）１月２０日（火）から１月２３日（金）までに各１部提出しなければならない。（※入
学者選抜要項「Ⅴ県外からの出願及び県外への出願の手続」を参照）

　　　(ｱ)　調査書　　（様式６）（※入学者選抜要項「７ 出願手続等」を参照）
　　　(ｲ)　成績一覧表（様式７）（※入学者選抜要項「７ 出願手続等」を参照）
　　ウ　本校校長による手続
　　　　本校校長は、提出された上記のアの(ｱ)～(ｵ)を受理した場合は、出願サイトを通じて受検票を

交付する。
　⑶　出願の制限
　　　出願は、公立学校のうち、１校１学科限りとする。第２志望を申し出ることはできない。
　⑷　出願変更
　　　いったん出願した場合は、変更はできない。
　⑸　出願取消し
　　　やむを得ない事情のために出願を取り消す場合は、令和８年（２０２６年）１月２６日（月）から
１月３０日（金）午後４時までに、本人、保護者及び出身中学校長連署の上、文書で本校校長に届け
出なければならない。

　⑹　インターネット出願ができない場合
　　　インターネット環境が整わない等のやむを得ない事情により、インターネット出願ができない
志願者は本校へ問い合わせること。

６　選抜
　⑴　実施日
　　　令和８年（２０２６年）２月２日（月）
　⑵　検査場
　　　熊本県立菊池農業高等学校（集合場所は体育館）
　⑶　検査内容・検査時間　【全学科共通】
　　　集合時刻　　　　　午前９時００分
　　　点呼・諸注意　　　午前９時０５分

　⑷　選抜の方法等（選抜資料の取扱い等）
　　　　農　業　科　　作文（３割）、個人面接（４割）、調査書（３割） 
　　　　園　芸　科　　作文（３割）、個人面接（４割）、調査書（３割）
　　　　畜産科学科　　作文（３割）、個人面接（４割）、調査書（３割）
　　　　食品化学科　　作文（２割）、個人面接（４割）、調査書（４割）
　　　　生活文化科　　作文（３割）、個人面接（４割）、調査書（３割）
　⑸　受検者の携帯品
　　　受検者は、受検票（令和８年（２０２６年）１月２６日（月）から２月２日（月）までの間に
出願サイトを通じて印刷する。）、筆記用具、消しゴム、上履き、軽食（面接待ち時間に軽食が
取れます。）を持参する。ただし、下敷き、電卓、計算機能・辞書機能・地図表示機能を持つ時
計、移動通信機器（携帯電話等）、ウェアラブル端末（スマートウォッチ等）等、検査上公正を
欠くものの検査を実施する教室への持ち込みは許さない。

　⑹　その他
　　　入学願、調査書及び成績一覧表等の提出書類に虚偽の事実を発見した場合は、合格発表後で

あっても、その合格を取り消すことがある。

７　選抜結果の通知等
　　令和８年（２０２６年）２月９日（月）に、本校校長から出願者の出身中学校長に通知（様式８）
するとともに、合格内定者に対しては、出身中学校長をとおして本人に通知（様式９）する。
　　ただし、選抜結果の通知書は、出願者の出身中学校長又はその代理者に手交することができる。
代理者は委任状を持参するものとする。

８　合格者の発表
　　令和８年（２０２６年）３月１２日（木）に、後期（一般）選抜の合格者と同時に、受検番号で
発表する。本校における掲示の発表は行わず、特設Ｗｅｂページで発表する。詳細については、別
途通知するとともに県教育委員会のホームページに掲載される。なお、合否についての電話での問
い合わせには一切応じない。

９　不合格者の取扱い
　⑴　選抜の結果、不合格になった者は、改めて後期（一般）選抜に出願することができる。なお、
本校に再び出願する場合は、出願に必要な書類のうち、調査書、成績一覧表を省略するものとする。

　⑵　本校校長は、不合格者の中で自己申告書を提出した者については、その自己申告書を出願者本
人宛て、親展にて返却するものとする。

10　合格者説明会
　　令和８年（２０２６年）３月２５日（水）午前９時より本校体育館にて入学における重要な事項
について、連絡及び説明をするとともに、体育用品、スリッパ、実習服（食品化学科）等の採寸を
行う予定である。なお、詳細は本校ホームページ等にて掲載する。
　　合格者は、筆記用具、上履きを持参のうえ、必ず保護者同伴で出席すること。当日無断欠席した
者については、入学の意志がないものとして、合格を取り消すことがあるので留意すること。
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　　　　ｂ　受け取った「出願変更願（乙）」に、新たに作成した入学願、受検票、写真票を添付
し、出身中学校長を経て、出願変更先の高等学校長に提出し、受検票の交付を受ける。

　　　(ｲ)　本校の異なる学科に出願変更する場合（第２志望、第３志望の変更も含む）
　　　　※次の手続を、出願システムを通じて行う。詳細は「インターネット出願の手引き」等を参照

のこと。
　　　　　出願変更したい者は、出身中学校長を経て、本校校長に、「出願変更願（甲）」と新た

に作成した入学願、受検票、写真票を提出し、受検票の交付を受ける。
　　エ　入学者選抜手数料については、入学者選抜要項「Ⅲ後期（一般）選抜８の（4）のエ」を参照

のこと。
　　オ　自己申告書の取扱い
　　　　出願変更した者が、自己申告書を提出していた場合、本校校長は、その自己申告書を本人

宛て、親展にて返却するものとする。また、出願変更した者は、自己申告書を新たに作成し、
出願変更後の高等学校へ提出することができる。

　⑸　出願取消し（「出願取消し」とは、出願を取り消した後、どの高等学校へも出願をしない場合をいう。）
　　　出願取消しの場合は、令和８年（２０２６年）２月２４日（火）から３月３日（火）午後４時までに、

本人、保護者及び出身中学校長連署の上、文書で本校校長に届け出なければならない。ただし、土曜日
及び日曜日は除く。

　⑹　インターネット出願ができない場合
　　　インターネット環境が整わない等のやむを得ない事情により、インターネット出願ができない
志願者は本校へ問い合わせること。

７　選抜（本検査）
　⑴　学力検査
　　ア　学力検査日時
　　　　令和８年（２０２６年）３月４日（水）及び５日（木）の両日、午前１０時から実施する。
　　イ　検査場　
　　　　熊本県立菊池農業高等学校
　　ウ　学力検査時間割
　　　　第１日　３月４日（水）午前９時２０分までに受検会場に集合（昇降口にて係が案内する。）

　　　　第２日　３月５日（木）午前９時２０分までに受検会場に集合（昇降口にて係が案内する。）
 

　　エ　選抜の手順
　　　(ｱ)　第１選考については、入学者選抜要項の「Ⅲ後期（一般）選抜９の（1）のカ」による。
　　　(ｲ)　後期（一般）選抜における第１選考後の選抜基準
　　　　　第1選考での合格者数が募集人員に満たない場合、学力検査の順位を募集人員の１．１倍、

募集人員の１．２倍･･･など、募集人員の１０パーセントずつ範囲を順次拡大する。また、
調査書の評定の順位は募集人員の１．２倍、募集人員の１．４倍･･･など、募集人員の２０
パーセントずつ範囲を順次拡大し、学力検査の順位及び調査書の評定の順位が、ともにそ

１　実施学科及び募集人員
　⑴　農業科・園芸科・畜産科学科・食品化学科・生活文化科
　⑵　各学科とも募集人員は、募集定員（40人）から前期（特色）選抜の合格内定者数を減じた数とする。

２　出願資格
　　入学を志願できる者は、本県の前期（特色）選抜又は中高一貫教育（連携型）に係る入学者選
抜に合格した者以外の者であるとともに、次の⑴から⑶のいずれかに該当する者とする。
　⑴　中学校（義務教育学校及び特別支援学校中学部を含む。）を卒業した者又は令和８年（２０２６年）
３月に卒業見込みの者

　⑵　中等教育学校の前期課程を修了した者又は令和８年（２０２６年）３月に修了見込みの者
　⑶ 学校教育法施行規則第９５条の各号のいずれかに該当し、中学校を卒業した者と同等以上の
学力があると認められた者

３　通学区域等　
　　本校の通学区域は、熊本県立高等学校の通学区域に関する規則により、熊本県下全域となる。
　　同規則第４条による特例は、次のとおりとする。　
　⑴　学区外となる県外からの出願者に入学を許可し得る数は、募集人員の５パーセント以内とする。 
ただし、畜産科学科への県外からの出願者に入学を許可し得る数は、募集人員の４０パーセン
ト以内とする。

　⑵　後期（一般）選抜における学区内の受検者数が募集人員を超えていない場合、後期（一般）
選抜における募集人員内において、学区外の出願者について、⑴で設定された人員の上限を
超えて入学を許可することができる。（※入学者選抜要項「６ 通学区域等」を参照）

４　出願期間（「インターネット出願システム入力等の日程」も参照のこと。）
　⑴　出願期間は、令和８年（２０２６年）２月１２日（木）から２月１７日（火）正午までとする。
　　　志願者が出願サイトへの所定事項の入力及び入学者選抜手数料の支払いを行い、出身中学校
長が、中学校等専用サイトを通じ、承認を行った時点で「出願」とみなす。

　　　また、出願に係る書類（様式５、２１及び２２）の提出については、当該期間の毎日午前９時
から午後４時までとし、最終日は、正午までとする。ただし、土曜日及び日曜日は除く。なお、
郵送による場合は、２月１６日（月）までの消印のあるものに限り受け付ける。

　⑵　県外からの出願においても出願期間は(1)に示すとおりであるが、転勤等やむを得ない事情
によってこの期間に出願できなかった場合には、入学式当日までに本校の学区内に保護者とと
もに確実に転居し、入学後も通学区域内から通学することが確認できることを条件に、特例と
して令和８年（２０２６年）２月２４日（火）から２月２７日（金）午後４時まで受け付ける。
なお、この場合、やむを得ない事情のため令和８年（２０２６年）２月１７日（火）までに出
願できなかったことを証明する書類を添付すること。

　
５　学科の志願
　⑴　本校への出願は、第１志望から第３志望まで志願することができる。
　⑵　第２・第３志望がない場合は、入学願（様式２）の所定の欄の「希望なし」を選択する。

６　出願手続等（詳細については、別途「インターネット出願の手引き」等を参照のこと。）
　※「インターネット出願の手引き」等は熊本県教育委員会及び本校ホームページに掲載する。
　⑴　志願者情報等登録
　　　志願者は、令和７年（２０２５年）１２月１日（月）から令和８年（２０２６年）２月１７日（火）
正午までに、本校のホームページから出願サイトにアクセスし、所定事項の入力等を行う。

　⑵　出願手続
　　ア　出願者による手続
　　　　出願者は、(ｱ)～(ｶ) を出身中学校長を経由して本校校長に提出する。なお、(ｱ)～(ｳ)につい

ては、上記（1）において入力等を行ったデータにより自動的に作成され、直接提出される
ため紙媒体の提出は不要。また、(ｷ) については、出願サイトを通じて納付する。

　　　(ｱ)　入学願（様式２）
　　　　　※Ⅰ前期（特色）選抜、「２ページ、５出願手続等（2）のアの（ｱ）」を参照
　　　(ｲ)　受検票（様式３）
　　　(ｳ)　写真票（様式４）　
　　　　　※Ⅰ前期（特色）選抜、「２ページ、５出願手続等（2）のアの（ｳ）」を参照
　　　(ｴ)　自己申告書（様式５）
　　　　　※Ⅰ前期（特色）選抜、「２ページ、５出願手続等（2）のアの（ｴ）」を参照
　　　(ｵ)　海外帰国生徒等の特別措置適用申請書（様式２２）
　　　　　海外帰国生徒等の特別措置（※入学者選抜要項Ⅶの２を参照）の適用を受けようとする

者は、特別措置適用申請書を添付しなければならない。
　　　(ｶ)　県外公立高等学校入学志願についての証明書（様式２１）
　　　　　※Ⅰ前期（特色）選抜、「２ページ、５出願手続等(2)のアの(ｵ)」を参照
　　　(ｷ)　入学者選抜手数料
　　　　　入学者選抜手数料は、２，２００円とし、令和７年（２０２５年）１２月１日（月）から

令和８年（２０２６年）２月１７日（火）正午までに出願サイトを通じて納付する。
　　　　　なお、納付に係る事務手数料は出願者の負担とし、一旦納付した入学者選抜手数料及び

事務手数料は理由のいかんを問わず返付しない。
　　イ　中学校長による手続
　　　　出身中学校長は、出願者から提出された上記アの(ｱ)～(ｶ)のほか、次の書類を令和８年

（２０２６年）２月２４日（火）から２月２６日（木）までに本校校長に紙媒体で提出する
ものとする。受付時間は、午前９時から午後４時までとし、最終日は正午までとする。

　　　　なお、県外の中学校長は、熊本県教育委員会（熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号、熊
本県教育庁県立学校教育局高校教育課長宛て）及び本校校長に、成績一覧表（熊本県の様式
に沿ったもの）を令和８年（２０２６年）２月２４日（火）から２月２６日（木）までに各
１部提出しなければならない。（※入学者選抜要項「Ⅴ県外からの出願及び県外への出願の
手続」を参照）

　　　　前期（特色）選抜において、次の書類を本校に提出している場合は、提出を省略するものとする。 
　　　(ｱ)　調査書　　　（様式６）（※入学者選抜要項「８ 出願手続等」を参照）
　　　(ｲ)　成績一覧表　（様式７）（※入学者選抜要項「８ 出願手続等」を参照）
　　ウ　本校校長による手続
　　　　本校校長は、提出された上記のアの(ｱ)～(ｶ)を受理した場合は、出願サイトを通じて受検

票を交付する。
　⑶　出願の制限
　　　出願は、１校限りとする。いったん入学願を提出した後には、(4) の「出願変更」及び (5) の
「出願取消し」の場合を除き、どのような変更（出願期間内に、ある高等学校への出願を取り下
げて、別の高等学校に出願することも含む。）も認めない。

　⑷　出願変更
　　ア　出願した高等学校、学科を変更したい者は、１回に限り変更することができる。
　　イ　出願変更期間は、令和８年（２０２６年）２月１８日（水）から２月２０日（金）正午まで

とし、この期間にウの出願変更の手続をすべて完了するものとする。受付時間は、午前９時か
ら午後４時までとし、最終日は正午までとする。なお、郵送による出願変更は受け付けない。

　　ウ　出願変更の手続は、次のとおりとする。
　　　(ｱ)　異なる県立高等学校に出願変更する場合
　　　　※次の手続を、出願システムを通じて行う。詳細は「インターネット出願の手引き」等を参照

のこと。
　　　　ａ　出願変更したい者は、出身中学校長を経て、本校校長に、「出願変更願（甲）」（様式１３）
　　　　　及び「出願変更願（乙）」（様式１４）を提出し、所定の欄に証明を受けた「出願変更

願（乙）」を受け取る。

の範囲に入る者を対象に、第２選考、第３選考･･･として、その中から残りの合格者を決定
していく。この際、学力検査の順位を重視する。

　　オ　受検者の携帯品
　　　　受検者は、受検票（令和８年（２０２６年）２月２３日（月）から３月４日（水）までの

間に出願サイトを通じて印刷する。）、筆記用具、消しゴム、定規、コンパス、上履き、弁
当（１日目のみ）を持参すること。ただし、三角定規、分度器付き定規、分度器付きコンパ
ス、分度器、下敷き、電卓、計算機能・辞書機能・地図表示機能を持つ時計、移動通信機器
（携帯電話等）、ウェアラブル端末（スマートウォッチ等）等、検査上公正を欠くものの検
査を実施する教室への持ち込みは許さない。

　　カ　その他
　　　　入学願、調査書及び成績一覧表等の提出書類に虚偽の事実を発見した場合は、合格発表後

であっても、その合格を取り消すことがある。

８　合格者の発表
　　令和８年（２０２６年）３月１２日（木）に受検番号で発表する。本校における掲示の発表は
行わず、特設Ｗｅｂページで発表する。詳細については、別途通知するとともに県教育委員会の
ホームページに掲載される。なお、合否についての電話での問い合わせには一切応じない。個人
宛の合否の通知は一切行わない。

９　合格者説明会
　　令和８年（２０２６年）３月２５日（水）午前９時より本校体育館にて入学における重要な事
項について、連絡及び説明をするとともに、体育用品、スリッパ、実習服（食品化学科）等の採
寸を行う予定である。なお、詳細は本校ホームページ等にて掲載する。
　　合格者は、筆記用具、上履きを持参のうえ、必ず保護者同伴で出席すること。当日無断欠席し
た者については、入学の意志がないものとして、合格を取り消すことがあるので留意すること。

10　不合格者の取扱い
　　本校校長は、不合格者の中で自己申告書を提出した者については、その自己申告書を出願者本
人宛て、親展にて返却するものとする。

11　郵送による個人情報提供
　　出願者の希望があれば、次のとおり、郵送による個人情報の提供を受けることができる。
　⑴　提供する個人情報
　　　令和８年度（２０２６年度）熊本県立高等学校入学者選抜の後期（一般）選抜における学力
検査の教科別得点及び合計得点

　⑵　提供する期日等
　　　令和８年（２０２６年）３月２５日（水）から３月２７日（金）までの間に、本校から本人
宛て簡易書留にて発送する。

　⑶　提供を希望する際の手続等
　　　個人情報を希望する出願者は、提供希望願（様式２３）及び返信用封筒（長形３号）を、令
和８年（2026 年）２月２４日（火）から２月２６日（木）までに本校校長に提出すること。
受付時間は、午前９時から午後４時までとし、最終日は正午までとする。なお、返信用封筒には、
出願者本人の郵便番号、住所、氏名を記入し、返信用切手４６０円分（郵送料１１０円分及び
簡易書留の料金３５０円分）を貼ること。

　　（※入学者選抜要項「Ⅷ郵送による個人情報提供」を参照）

12　後期（一般）選抜の追検査
　⑴　資格
　　　令和８年度（２０２６年度）熊本県立高等学校入学者選抜の後期（一般）選抜に出願し、病
気その他やむを得ない事情により、後期（一般）選抜の学力検査（以下、本検査という。）を
受検することができなかった者で、その理由が出身中学校長によって証明された者

　⑵　受検できる高等学校及び学科等
　　　後期（一般）選抜に出願した本校の同一学科とする。
　⑶　募集人員
　　　若干名
　　　（本検査においてすでに募集定員を満たしている場合、本検査の受検者とは別に募集定員を
超えて入学を許可することができる。）

　⑷　申請期間及び手続等
　　　希望者は、令和８年（２０２６年）３月４日（水）から３月９日（月）までの間、出身中学
校長を経由して、本校校長に、追検査受検願（様式１５）を紙媒体で提出すること。受付時間は、
毎日午前９時から午後４時までとする。ただし、土曜日及び日曜日は除く。本校校長は、出身
中学校長へ３月１０日（火）午後４時までに追検査承認の可否を伝える。また、出身中学校長は、
当該生徒にも速やかに追検査承認の可否を伝えること。なお、本校校長から追検査の受検が承
認された者（以下、「対象者」という。）のみ追検査を受検することができる。

　⑸　選抜
　　　学力検査
　　　ア　学力検査日時
　　　　　令和８年（２０２６年）３月１３日（金）、午前９時３０分から実施する。
　　　イ　検査場　
　　　　　熊本県立菊池農業高等学校
　　　ウ　学力検査時間割
　　　　　３月１３日（金）午前９時００分　本校事務室前集合

　　　エ　選抜の手順
　　　　　学力検査の結果を入学者選抜要項「Ⅲ後期（一般）選抜　４ 入学者選抜の方法 (1)、

(2)」に定める資料の一つとして選抜基準を定め、選抜を行う。なお、面接は実施しない。
　　　オ　受検者の携帯品
　　　　　本検査に準じる。
　⑹　合格者の発表
　　　令和８年（２０２６年）３月１７日（火）に、対象者に郵送で通知 ( 様式１６) するとともに、
出身中学校長に通知 ( 様式１７ ) する。ただし、選抜結果の通知書は、出願者の出身中学校長
又はその代理者に手交することができる。

　⑺　合格者説明会
　　　令和８年（２０２６年）３月２５日（水）午前９時より本校体育館にて入学における重要な
事項について、連絡及び説明をするとともに、体育用品、スリッパ、実習服（食品化学科）等
の採寸を行う予定である。なお、詳細は本校ホームページ等にて掲載する。

　　　合格者は、筆記用具、上履きを持参のうえ、必ず保護者同伴で出席すること。当日無断欠席
した者については、入学の意志がないものとして、合格を取り消すことがあるので留意すること。

　⑻　不合格者の取扱い
　　　本校校長は、不合格者の中で自己申告書を提出した者については、その自己申告書を出願者
本人宛て、親展にて返却するものとする。

Ⅱ　後　期（ 一　般 ）選　抜
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　　　　ｂ　受け取った「出願変更願（乙）」に、新たに作成した入学願、受検票、写真票を添付
し、出身中学校長を経て、出願変更先の高等学校長に提出し、受検票の交付を受ける。

　　　(ｲ)　本校の異なる学科に出願変更する場合（第２志望、第３志望の変更も含む）
　　　　※次の手続を、出願システムを通じて行う。詳細は「インターネット出願の手引き」等を参照

のこと。
　　　　　出願変更したい者は、出身中学校長を経て、本校校長に、「出願変更願（甲）」と新た

に作成した入学願、受検票、写真票を提出し、受検票の交付を受ける。
　　エ　入学者選抜手数料については、入学者選抜要項「Ⅲ後期（一般）選抜８の（4）のエ」を参照

のこと。
　　オ　自己申告書の取扱い
　　　　出願変更した者が、自己申告書を提出していた場合、本校校長は、その自己申告書を本人

宛て、親展にて返却するものとする。また、出願変更した者は、自己申告書を新たに作成し、
出願変更後の高等学校へ提出することができる。

　⑸　出願取消し（「出願取消し」とは、出願を取り消した後、どの高等学校へも出願をしない場合をいう。）
　　　出願取消しの場合は、令和８年（２０２６年）２月２４日（火）から３月３日（火）午後４時までに、

本人、保護者及び出身中学校長連署の上、文書で本校校長に届け出なければならない。ただし、土曜日
及び日曜日は除く。

　⑹　インターネット出願ができない場合
　　　インターネット環境が整わない等のやむを得ない事情により、インターネット出願ができない
志願者は本校へ問い合わせること。

７　選抜（本検査）
　⑴　学力検査
　　ア　学力検査日時
　　　　令和８年（２０２６年）３月４日（水）及び５日（木）の両日、午前１０時から実施する。
　　イ　検査場　
　　　　熊本県立菊池農業高等学校
　　ウ　学力検査時間割
　　　　第１日　３月４日（水）午前９時２０分までに受検会場に集合（昇降口にて係が案内する。）

　　　　第２日　３月５日（木）午前９時２０分までに受検会場に集合（昇降口にて係が案内する。）
 

　　エ　選抜の手順
　　　(ｱ)　第１選考については、入学者選抜要項の「Ⅲ後期（一般）選抜９の（1）のカ」による。
　　　(ｲ)　後期（一般）選抜における第１選考後の選抜基準
　　　　　第1選考での合格者数が募集人員に満たない場合、学力検査の順位を募集人員の１．１倍、

募集人員の１．２倍･･･など、募集人員の１０パーセントずつ範囲を順次拡大する。また、
調査書の評定の順位は募集人員の１．２倍、募集人員の１．４倍･･･など、募集人員の２０
パーセントずつ範囲を順次拡大し、学力検査の順位及び調査書の評定の順位が、ともにそ

１　実施学科及び募集人員
　⑴　農業科・園芸科・畜産科学科・食品化学科・生活文化科
　⑵　各学科とも募集人員は、募集定員（40人）から前期（特色）選抜の合格内定者数を減じた数とする。

２　出願資格
　　入学を志願できる者は、本県の前期（特色）選抜又は中高一貫教育（連携型）に係る入学者選
抜に合格した者以外の者であるとともに、次の⑴から⑶のいずれかに該当する者とする。
　⑴　中学校（義務教育学校及び特別支援学校中学部を含む。）を卒業した者又は令和８年（２０２６年）
３月に卒業見込みの者

　⑵　中等教育学校の前期課程を修了した者又は令和８年（２０２６年）３月に修了見込みの者
　⑶ 学校教育法施行規則第９５条の各号のいずれかに該当し、中学校を卒業した者と同等以上の
学力があると認められた者

３　通学区域等　
　　本校の通学区域は、熊本県立高等学校の通学区域に関する規則により、熊本県下全域となる。
　　同規則第４条による特例は、次のとおりとする。　
　⑴　学区外となる県外からの出願者に入学を許可し得る数は、募集人員の５パーセント以内とする。 
ただし、畜産科学科への県外からの出願者に入学を許可し得る数は、募集人員の４０パーセン
ト以内とする。

　⑵　後期（一般）選抜における学区内の受検者数が募集人員を超えていない場合、後期（一般）
選抜における募集人員内において、学区外の出願者について、⑴で設定された人員の上限を
超えて入学を許可することができる。（※入学者選抜要項「６ 通学区域等」を参照）

４　出願期間（「インターネット出願システム入力等の日程」も参照のこと。）
　⑴　出願期間は、令和８年（２０２６年）２月１２日（木）から２月１７日（火）正午までとする。
　　　志願者が出願サイトへの所定事項の入力及び入学者選抜手数料の支払いを行い、出身中学校
長が、中学校等専用サイトを通じ、承認を行った時点で「出願」とみなす。

　　　また、出願に係る書類（様式５、２１及び２２）の提出については、当該期間の毎日午前９時
から午後４時までとし、最終日は、正午までとする。ただし、土曜日及び日曜日は除く。なお、
郵送による場合は、２月１６日（月）までの消印のあるものに限り受け付ける。

　⑵　県外からの出願においても出願期間は(1)に示すとおりであるが、転勤等やむを得ない事情
によってこの期間に出願できなかった場合には、入学式当日までに本校の学区内に保護者とと
もに確実に転居し、入学後も通学区域内から通学することが確認できることを条件に、特例と
して令和８年（２０２６年）２月２４日（火）から２月２７日（金）午後４時まで受け付ける。
なお、この場合、やむを得ない事情のため令和８年（２０２６年）２月１７日（火）までに出
願できなかったことを証明する書類を添付すること。

　
５　学科の志願
　⑴　本校への出願は、第１志望から第３志望まで志願することができる。
　⑵　第２・第３志望がない場合は、入学願（様式２）の所定の欄の「希望なし」を選択する。

６　出願手続等（詳細については、別途「インターネット出願の手引き」等を参照のこと。）
　※「インターネット出願の手引き」等は熊本県教育委員会及び本校ホームページに掲載する。
　⑴　志願者情報等登録
　　　志願者は、令和７年（２０２５年）１２月１日（月）から令和８年（２０２６年）２月１７日（火）
正午までに、本校のホームページから出願サイトにアクセスし、所定事項の入力等を行う。

　⑵　出願手続
　　ア　出願者による手続
　　　　出願者は、(ｱ)～(ｶ) を出身中学校長を経由して本校校長に提出する。なお、(ｱ)～(ｳ)につい

ては、上記（1）において入力等を行ったデータにより自動的に作成され、直接提出される
ため紙媒体の提出は不要。また、(ｷ) については、出願サイトを通じて納付する。

　　　(ｱ)　入学願（様式２）
　　　　　※Ⅰ前期（特色）選抜、「２ページ、５出願手続等（2）のアの（ｱ）」を参照
　　　(ｲ)　受検票（様式３）
　　　(ｳ)　写真票（様式４）　
　　　　　※Ⅰ前期（特色）選抜、「２ページ、５出願手続等（2）のアの（ｳ）」を参照
　　　(ｴ)　自己申告書（様式５）
　　　　　※Ⅰ前期（特色）選抜、「２ページ、５出願手続等（2）のアの（ｴ）」を参照
　　　(ｵ)　海外帰国生徒等の特別措置適用申請書（様式２２）
　　　　　海外帰国生徒等の特別措置（※入学者選抜要項Ⅶの２を参照）の適用を受けようとする

者は、特別措置適用申請書を添付しなければならない。
　　　(ｶ)　県外公立高等学校入学志願についての証明書（様式２１）
　　　　　※Ⅰ前期（特色）選抜、「２ページ、５出願手続等(2)のアの(ｵ)」を参照
　　　(ｷ)　入学者選抜手数料
　　　　　入学者選抜手数料は、２，２００円とし、令和７年（２０２５年）１２月１日（月）から

令和８年（２０２６年）２月１７日（火）正午までに出願サイトを通じて納付する。
　　　　　なお、納付に係る事務手数料は出願者の負担とし、一旦納付した入学者選抜手数料及び

事務手数料は理由のいかんを問わず返付しない。
　　イ　中学校長による手続
　　　　出身中学校長は、出願者から提出された上記アの(ｱ)～(ｶ)のほか、次の書類を令和８年

（２０２６年）２月２４日（火）から２月２６日（木）までに本校校長に紙媒体で提出する
ものとする。受付時間は、午前９時から午後４時までとし、最終日は正午までとする。

　　　　なお、県外の中学校長は、熊本県教育委員会（熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号、熊
本県教育庁県立学校教育局高校教育課長宛て）及び本校校長に、成績一覧表（熊本県の様式
に沿ったもの）を令和８年（２０２６年）２月２４日（火）から２月２６日（木）までに各
１部提出しなければならない。（※入学者選抜要項「Ⅴ県外からの出願及び県外への出願の
手続」を参照）

　　　　前期（特色）選抜において、次の書類を本校に提出している場合は、提出を省略するものとする。 
　　　(ｱ)　調査書　　　（様式６）（※入学者選抜要項「８ 出願手続等」を参照）
　　　(ｲ)　成績一覧表　（様式７）（※入学者選抜要項「８ 出願手続等」を参照）
　　ウ　本校校長による手続
　　　　本校校長は、提出された上記のアの(ｱ)～(ｶ)を受理した場合は、出願サイトを通じて受検

票を交付する。
　⑶　出願の制限
　　　出願は、１校限りとする。いったん入学願を提出した後には、(4) の「出願変更」及び (5) の
「出願取消し」の場合を除き、どのような変更（出願期間内に、ある高等学校への出願を取り下
げて、別の高等学校に出願することも含む。）も認めない。

　⑷　出願変更
　　ア　出願した高等学校、学科を変更したい者は、１回に限り変更することができる。
　　イ　出願変更期間は、令和８年（２０２６年）２月１８日（水）から２月２０日（金）正午まで

とし、この期間にウの出願変更の手続をすべて完了するものとする。受付時間は、午前９時か
ら午後４時までとし、最終日は正午までとする。なお、郵送による出願変更は受け付けない。

　　ウ　出願変更の手続は、次のとおりとする。
　　　(ｱ)　異なる県立高等学校に出願変更する場合
　　　　※次の手続を、出願システムを通じて行う。詳細は「インターネット出願の手引き」等を参照

のこと。
　　　　ａ　出願変更したい者は、出身中学校長を経て、本校校長に、「出願変更願（甲）」（様式１３）
　　　　　及び「出願変更願（乙）」（様式１４）を提出し、所定の欄に証明を受けた「出願変更

願（乙）」を受け取る。

の範囲に入る者を対象に、第２選考、第３選考･･･として、その中から残りの合格者を決定
していく。この際、学力検査の順位を重視する。

　　オ　受検者の携帯品
　　　　受検者は、受検票（令和８年（２０２６年）２月２３日（月）から３月４日（水）までの

間に出願サイトを通じて印刷する。）、筆記用具、消しゴム、定規、コンパス、上履き、弁
当（１日目のみ）を持参すること。ただし、三角定規、分度器付き定規、分度器付きコンパ
ス、分度器、下敷き、電卓、計算機能・辞書機能・地図表示機能を持つ時計、移動通信機器
（携帯電話等）、ウェアラブル端末（スマートウォッチ等）等、検査上公正を欠くものの検
査を実施する教室への持ち込みは許さない。

　　カ　その他
　　　　入学願、調査書及び成績一覧表等の提出書類に虚偽の事実を発見した場合は、合格発表後

であっても、その合格を取り消すことがある。

８　合格者の発表
　　令和８年（２０２６年）３月１２日（木）に受検番号で発表する。本校における掲示の発表は
行わず、特設Ｗｅｂページで発表する。詳細については、別途通知するとともに県教育委員会の
ホームページに掲載される。なお、合否についての電話での問い合わせには一切応じない。個人
宛の合否の通知は一切行わない。

９　合格者説明会
　　令和８年（２０２６年）３月２５日（水）午前９時より本校体育館にて入学における重要な事
項について、連絡及び説明をするとともに、体育用品、スリッパ、実習服（食品化学科）等の採
寸を行う予定である。なお、詳細は本校ホームページ等にて掲載する。
　　合格者は、筆記用具、上履きを持参のうえ、必ず保護者同伴で出席すること。当日無断欠席し
た者については、入学の意志がないものとして、合格を取り消すことがあるので留意すること。

10　不合格者の取扱い
　　本校校長は、不合格者の中で自己申告書を提出した者については、その自己申告書を出願者本
人宛て、親展にて返却するものとする。

11　郵送による個人情報提供
　　出願者の希望があれば、次のとおり、郵送による個人情報の提供を受けることができる。
　⑴　提供する個人情報
　　　令和８年度（２０２６年度）熊本県立高等学校入学者選抜の後期（一般）選抜における学力
検査の教科別得点及び合計得点

　⑵　提供する期日等
　　　令和８年（２０２６年）３月２５日（水）から３月２７日（金）までの間に、本校から本人
宛て簡易書留にて発送する。

　⑶　提供を希望する際の手続等
　　　個人情報を希望する出願者は、提供希望願（様式２３）及び返信用封筒（長形３号）を、令
和８年（2026 年）２月２４日（火）から２月２６日（木）までに本校校長に提出すること。
受付時間は、午前９時から午後４時までとし、最終日は正午までとする。なお、返信用封筒には、
出願者本人の郵便番号、住所、氏名を記入し、返信用切手４６０円分（郵送料１１０円分及び
簡易書留の料金３５０円分）を貼ること。

　　（※入学者選抜要項「Ⅷ郵送による個人情報提供」を参照）

12　後期（一般）選抜の追検査
　⑴　資格
　　　令和８年度（２０２６年度）熊本県立高等学校入学者選抜の後期（一般）選抜に出願し、病
気その他やむを得ない事情により、後期（一般）選抜の学力検査（以下、本検査という。）を
受検することができなかった者で、その理由が出身中学校長によって証明された者

　⑵　受検できる高等学校及び学科等
　　　後期（一般）選抜に出願した本校の同一学科とする。
　⑶　募集人員
　　　若干名
　　　（本検査においてすでに募集定員を満たしている場合、本検査の受検者とは別に募集定員を
超えて入学を許可することができる。）

　⑷　申請期間及び手続等
　　　希望者は、令和８年（２０２６年）３月４日（水）から３月９日（月）までの間、出身中学
校長を経由して、本校校長に、追検査受検願（様式１５）を紙媒体で提出すること。受付時間は、
毎日午前９時から午後４時までとする。ただし、土曜日及び日曜日は除く。本校校長は、出身
中学校長へ３月１０日（火）午後４時までに追検査承認の可否を伝える。また、出身中学校長は、
当該生徒にも速やかに追検査承認の可否を伝えること。なお、本校校長から追検査の受検が承
認された者（以下、「対象者」という。）のみ追検査を受検することができる。

　⑸　選抜
　　　学力検査
　　　ア　学力検査日時
　　　　　令和８年（２０２６年）３月１３日（金）、午前９時３０分から実施する。
　　　イ　検査場　
　　　　　熊本県立菊池農業高等学校
　　　ウ　学力検査時間割
　　　　　３月１３日（金）午前９時００分　本校事務室前集合

　　　エ　選抜の手順
　　　　　学力検査の結果を入学者選抜要項「Ⅲ後期（一般）選抜　４ 入学者選抜の方法 (1)、

(2)」に定める資料の一つとして選抜基準を定め、選抜を行う。なお、面接は実施しない。
　　　オ　受検者の携帯品
　　　　　本検査に準じる。
　⑹　合格者の発表
　　　令和８年（２０２６年）３月１７日（火）に、対象者に郵送で通知 ( 様式１６) するとともに、
出身中学校長に通知 ( 様式１７ ) する。ただし、選抜結果の通知書は、出願者の出身中学校長
又はその代理者に手交することができる。

　⑺　合格者説明会
　　　令和８年（２０２６年）３月２５日（水）午前９時より本校体育館にて入学における重要な
事項について、連絡及び説明をするとともに、体育用品、スリッパ、実習服（食品化学科）等
の採寸を行う予定である。なお、詳細は本校ホームページ等にて掲載する。

　　　合格者は、筆記用具、上履きを持参のうえ、必ず保護者同伴で出席すること。当日無断欠席
した者については、入学の意志がないものとして、合格を取り消すことがあるので留意すること。

　⑻　不合格者の取扱い
　　　本校校長は、不合格者の中で自己申告書を提出した者については、その自己申告書を出願者
本人宛て、親展にて返却するものとする。
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　　　　ｂ　受け取った「出願変更願（乙）」に、新たに作成した入学願、受検票、写真票を添付
し、出身中学校長を経て、出願変更先の高等学校長に提出し、受検票の交付を受ける。

　　　(ｲ)　本校の異なる学科に出願変更する場合（第２志望、第３志望の変更も含む）
　　　　※次の手続を、出願システムを通じて行う。詳細は「インターネット出願の手引き」等を参照

のこと。
　　　　　出願変更したい者は、出身中学校長を経て、本校校長に、「出願変更願（甲）」と新た

に作成した入学願、受検票、写真票を提出し、受検票の交付を受ける。
　　エ　入学者選抜手数料については、入学者選抜要項「Ⅲ後期（一般）選抜８の（4）のエ」を参照

のこと。
　　オ　自己申告書の取扱い
　　　　出願変更した者が、自己申告書を提出していた場合、本校校長は、その自己申告書を本人

宛て、親展にて返却するものとする。また、出願変更した者は、自己申告書を新たに作成し、
出願変更後の高等学校へ提出することができる。

　⑸　出願取消し（「出願取消し」とは、出願を取り消した後、どの高等学校へも出願をしない場合をいう。）
　　　出願取消しの場合は、令和８年（２０２６年）２月２４日（火）から３月３日（火）午後４時までに、

本人、保護者及び出身中学校長連署の上、文書で本校校長に届け出なければならない。ただし、土曜日
及び日曜日は除く。

　⑹　インターネット出願ができない場合
　　　インターネット環境が整わない等のやむを得ない事情により、インターネット出願ができない
志願者は本校へ問い合わせること。

７　選抜（本検査）
　⑴　学力検査
　　ア　学力検査日時
　　　　令和８年（２０２６年）３月４日（水）及び５日（木）の両日、午前１０時から実施する。
　　イ　検査場　
　　　　熊本県立菊池農業高等学校
　　ウ　学力検査時間割
　　　　第１日　３月４日（水）午前９時２０分までに受検会場に集合（昇降口にて係が案内する。）

　　　　第２日　３月５日（木）午前９時２０分までに受検会場に集合（昇降口にて係が案内する。）
 

　　エ　選抜の手順
　　　(ｱ)　第１選考については、入学者選抜要項の「Ⅲ後期（一般）選抜９の（1）のカ」による。
　　　(ｲ)　後期（一般）選抜における第１選考後の選抜基準
　　　　　第1選考での合格者数が募集人員に満たない場合、学力検査の順位を募集人員の１．１倍、

募集人員の１．２倍･･･など、募集人員の１０パーセントずつ範囲を順次拡大する。また、
調査書の評定の順位は募集人員の１．２倍、募集人員の１．４倍･･･など、募集人員の２０
パーセントずつ範囲を順次拡大し、学力検査の順位及び調査書の評定の順位が、ともにそ

教　　科
第１時限

第２時限

第３時限

開始時刻

休　　　憩

休　　　憩

終了時刻 検査時間（分）
国　語 １０：００ １０：5０ 50

理　科 １１：１０ １2：0０ 50

英　語
（リスニングテストを含む）

１３：１０ １４：００ 50

１　実施学科及び募集人員
　⑴　農業科・園芸科・畜産科学科・食品化学科・生活文化科
　⑵　各学科とも募集人員は、募集定員（40人）から前期（特色）選抜の合格内定者数を減じた数とする。

２　出願資格
　　入学を志願できる者は、本県の前期（特色）選抜又は中高一貫教育（連携型）に係る入学者選
抜に合格した者以外の者であるとともに、次の⑴から⑶のいずれかに該当する者とする。
　⑴　中学校（義務教育学校及び特別支援学校中学部を含む。）を卒業した者又は令和８年（２０２６年）
３月に卒業見込みの者

　⑵　中等教育学校の前期課程を修了した者又は令和８年（２０２６年）３月に修了見込みの者
　⑶ 学校教育法施行規則第９５条の各号のいずれかに該当し、中学校を卒業した者と同等以上の
学力があると認められた者

３　通学区域等　
　　本校の通学区域は、熊本県立高等学校の通学区域に関する規則により、熊本県下全域となる。
　　同規則第４条による特例は、次のとおりとする。　
　⑴　学区外となる県外からの出願者に入学を許可し得る数は、募集人員の５パーセント以内とする。 
ただし、畜産科学科への県外からの出願者に入学を許可し得る数は、募集人員の４０パーセン
ト以内とする。

　⑵　後期（一般）選抜における学区内の受検者数が募集人員を超えていない場合、後期（一般）
選抜における募集人員内において、学区外の出願者について、⑴で設定された人員の上限を
超えて入学を許可することができる。（※入学者選抜要項「６ 通学区域等」を参照）

４　出願期間（「インターネット出願システム入力等の日程」も参照のこと。）
　⑴　出願期間は、令和８年（２０２６年）２月１２日（木）から２月１７日（火）正午までとする。
　　　志願者が出願サイトへの所定事項の入力及び入学者選抜手数料の支払いを行い、出身中学校
長が、中学校等専用サイトを通じ、承認を行った時点で「出願」とみなす。

　　　また、出願に係る書類（様式５、２１及び２２）の提出については、当該期間の毎日午前９時
から午後４時までとし、最終日は、正午までとする。ただし、土曜日及び日曜日は除く。なお、
郵送による場合は、２月１６日（月）までの消印のあるものに限り受け付ける。

　⑵　県外からの出願においても出願期間は(1)に示すとおりであるが、転勤等やむを得ない事情
によってこの期間に出願できなかった場合には、入学式当日までに本校の学区内に保護者とと
もに確実に転居し、入学後も通学区域内から通学することが確認できることを条件に、特例と
して令和８年（２０２６年）２月２４日（火）から２月２７日（金）午後４時まで受け付ける。
なお、この場合、やむを得ない事情のため令和８年（２０２６年）２月１７日（火）までに出
願できなかったことを証明する書類を添付すること。

　
５　学科の志願
　⑴　本校への出願は、第１志望から第３志望まで志願することができる。
　⑵　第２・第３志望がない場合は、入学願（様式２）の所定の欄の「希望なし」を選択する。

６　出願手続等（詳細については、別途「インターネット出願の手引き」等を参照のこと。）
　※「インターネット出願の手引き」等は熊本県教育委員会及び本校ホームページに掲載する。
　⑴　志願者情報等登録
　　　志願者は、令和７年（２０２５年）１２月１日（月）から令和８年（２０２６年）２月１７日（火）
正午までに、本校のホームページから出願サイトにアクセスし、所定事項の入力等を行う。

　⑵　出願手続
　　ア　出願者による手続
　　　　出願者は、(ｱ)～(ｶ) を出身中学校長を経由して本校校長に提出する。なお、(ｱ)～(ｳ)につい

ては、上記（1）において入力等を行ったデータにより自動的に作成され、直接提出される
ため紙媒体の提出は不要。また、(ｷ) については、出願サイトを通じて納付する。

　　　(ｱ)　入学願（様式２）
　　　　　※Ⅰ前期（特色）選抜、「２ページ、５出願手続等（2）のアの（ｱ）」を参照
　　　(ｲ)　受検票（様式３）
　　　(ｳ)　写真票（様式４）　
　　　　　※Ⅰ前期（特色）選抜、「２ページ、５出願手続等（2）のアの（ｳ）」を参照
　　　(ｴ)　自己申告書（様式５）
　　　　　※Ⅰ前期（特色）選抜、「２ページ、５出願手続等（2）のアの（ｴ）」を参照
　　　(ｵ)　海外帰国生徒等の特別措置適用申請書（様式２２）
　　　　　海外帰国生徒等の特別措置（※入学者選抜要項Ⅶの２を参照）の適用を受けようとする

者は、特別措置適用申請書を添付しなければならない。
　　　(ｶ)　県外公立高等学校入学志願についての証明書（様式２１）
　　　　　※Ⅰ前期（特色）選抜、「２ページ、５出願手続等(2)のアの(ｵ)」を参照
　　　(ｷ)　入学者選抜手数料
　　　　　入学者選抜手数料は、２，２００円とし、令和７年（２０２５年）１２月１日（月）から

令和８年（２０２６年）２月１７日（火）正午までに出願サイトを通じて納付する。
　　　　　なお、納付に係る事務手数料は出願者の負担とし、一旦納付した入学者選抜手数料及び

事務手数料は理由のいかんを問わず返付しない。
　　イ　中学校長による手続
　　　　出身中学校長は、出願者から提出された上記アの(ｱ)～(ｶ)のほか、次の書類を令和８年

（２０２６年）２月２４日（火）から２月２６日（木）までに本校校長に紙媒体で提出する
ものとする。受付時間は、午前９時から午後４時までとし、最終日は正午までとする。

　　　　なお、県外の中学校長は、熊本県教育委員会（熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号、熊
本県教育庁県立学校教育局高校教育課長宛て）及び本校校長に、成績一覧表（熊本県の様式
に沿ったもの）を令和８年（２０２６年）２月２４日（火）から２月２６日（木）までに各
１部提出しなければならない。（※入学者選抜要項「Ⅴ県外からの出願及び県外への出願の
手続」を参照）

　　　　前期（特色）選抜において、次の書類を本校に提出している場合は、提出を省略するものとする。 
　　　(ｱ)　調査書　　　（様式６）（※入学者選抜要項「８ 出願手続等」を参照）
　　　(ｲ)　成績一覧表　（様式７）（※入学者選抜要項「８ 出願手続等」を参照）
　　ウ　本校校長による手続
　　　　本校校長は、提出された上記のアの(ｱ)～(ｶ)を受理した場合は、出願サイトを通じて受検

票を交付する。
　⑶　出願の制限
　　　出願は、１校限りとする。いったん入学願を提出した後には、(4) の「出願変更」及び (5) の
「出願取消し」の場合を除き、どのような変更（出願期間内に、ある高等学校への出願を取り下
げて、別の高等学校に出願することも含む。）も認めない。

　⑷　出願変更
　　ア　出願した高等学校、学科を変更したい者は、１回に限り変更することができる。
　　イ　出願変更期間は、令和８年（２０２６年）２月１８日（水）から２月２０日（金）正午まで

とし、この期間にウの出願変更の手続をすべて完了するものとする。受付時間は、午前９時か
ら午後４時までとし、最終日は正午までとする。なお、郵送による出願変更は受け付けない。

　　ウ　出願変更の手続は、次のとおりとする。
　　　(ｱ)　異なる県立高等学校に出願変更する場合
　　　　※次の手続を、出願システムを通じて行う。詳細は「インターネット出願の手引き」等を参照

のこと。
　　　　ａ　出願変更したい者は、出身中学校長を経て、本校校長に、「出願変更願（甲）」（様式１３）
　　　　　及び「出願変更願（乙）」（様式１４）を提出し、所定の欄に証明を受けた「出願変更

願（乙）」を受け取る。

の範囲に入る者を対象に、第２選考、第３選考･･･として、その中から残りの合格者を決定
していく。この際、学力検査の順位を重視する。

　　オ　受検者の携帯品
　　　　受検者は、受検票（令和８年（２０２６年）２月２３日（月）から３月４日（水）までの

間に出願サイトを通じて印刷する。）、筆記用具、消しゴム、定規、コンパス、上履き、弁
当（１日目のみ）を持参すること。ただし、三角定規、分度器付き定規、分度器付きコンパ
ス、分度器、下敷き、電卓、計算機能・辞書機能・地図表示機能を持つ時計、移動通信機器
（携帯電話等）、ウェアラブル端末（スマートウォッチ等）等、検査上公正を欠くものの検
査を実施する教室への持ち込みは許さない。

　　カ　その他
　　　　入学願、調査書及び成績一覧表等の提出書類に虚偽の事実を発見した場合は、合格発表後

であっても、その合格を取り消すことがある。

８　合格者の発表
　　令和８年（２０２６年）３月１２日（木）に受検番号で発表する。本校における掲示の発表は
行わず、特設Ｗｅｂページで発表する。詳細については、別途通知するとともに県教育委員会の
ホームページに掲載される。なお、合否についての電話での問い合わせには一切応じない。個人
宛の合否の通知は一切行わない。

９　合格者説明会
　　令和８年（２０２６年）３月２５日（水）午前９時より本校体育館にて入学における重要な事
項について、連絡及び説明をするとともに、体育用品、スリッパ、実習服（食品化学科）等の採
寸を行う予定である。なお、詳細は本校ホームページ等にて掲載する。
　　合格者は、筆記用具、上履きを持参のうえ、必ず保護者同伴で出席すること。当日無断欠席し
た者については、入学の意志がないものとして、合格を取り消すことがあるので留意すること。

10　不合格者の取扱い
　　本校校長は、不合格者の中で自己申告書を提出した者については、その自己申告書を出願者本
人宛て、親展にて返却するものとする。

11　郵送による個人情報提供
　　出願者の希望があれば、次のとおり、郵送による個人情報の提供を受けることができる。
　⑴　提供する個人情報
　　　令和８年度（２０２６年度）熊本県立高等学校入学者選抜の後期（一般）選抜における学力
検査の教科別得点及び合計得点

　⑵　提供する期日等
　　　令和８年（２０２６年）３月２５日（水）から３月２７日（金）までの間に、本校から本人
宛て簡易書留にて発送する。

　⑶　提供を希望する際の手続等
　　　個人情報を希望する出願者は、提供希望願（様式２３）及び返信用封筒（長形３号）を、令
和８年（2026 年）２月２４日（火）から２月２６日（木）までに本校校長に提出すること。
受付時間は、午前９時から午後４時までとし、最終日は正午までとする。なお、返信用封筒には、
出願者本人の郵便番号、住所、氏名を記入し、返信用切手４６０円分（郵送料１１０円分及び
簡易書留の料金３５０円分）を貼ること。

　　（※入学者選抜要項「Ⅷ郵送による個人情報提供」を参照）

12　後期（一般）選抜の追検査
　⑴　資格
　　　令和８年度（２０２６年度）熊本県立高等学校入学者選抜の後期（一般）選抜に出願し、病
気その他やむを得ない事情により、後期（一般）選抜の学力検査（以下、本検査という。）を
受検することができなかった者で、その理由が出身中学校長によって証明された者

　⑵　受検できる高等学校及び学科等
　　　後期（一般）選抜に出願した本校の同一学科とする。
　⑶　募集人員
　　　若干名
　　　（本検査においてすでに募集定員を満たしている場合、本検査の受検者とは別に募集定員を
超えて入学を許可することができる。）

　⑷　申請期間及び手続等
　　　希望者は、令和８年（２０２６年）３月４日（水）から３月９日（月）までの間、出身中学
校長を経由して、本校校長に、追検査受検願（様式１５）を紙媒体で提出すること。受付時間は、
毎日午前９時から午後４時までとする。ただし、土曜日及び日曜日は除く。本校校長は、出身
中学校長へ３月１０日（火）午後４時までに追検査承認の可否を伝える。また、出身中学校長は、
当該生徒にも速やかに追検査承認の可否を伝えること。なお、本校校長から追検査の受検が承
認された者（以下、「対象者」という。）のみ追検査を受検することができる。

　⑸　選抜
　　　学力検査
　　　ア　学力検査日時
　　　　　令和８年（２０２６年）３月１３日（金）、午前９時３０分から実施する。
　　　イ　検査場　
　　　　　熊本県立菊池農業高等学校
　　　ウ　学力検査時間割
　　　　　３月１３日（金）午前９時００分　本校事務室前集合

　　　エ　選抜の手順
　　　　　学力検査の結果を入学者選抜要項「Ⅲ後期（一般）選抜　４ 入学者選抜の方法 (1)、

(2)」に定める資料の一つとして選抜基準を定め、選抜を行う。なお、面接は実施しない。
　　　オ　受検者の携帯品
　　　　　本検査に準じる。
　⑹　合格者の発表
　　　令和８年（２０２６年）３月１７日（火）に、対象者に郵送で通知 ( 様式１６) するとともに、
出身中学校長に通知 ( 様式１７ ) する。ただし、選抜結果の通知書は、出願者の出身中学校長
又はその代理者に手交することができる。

　⑺　合格者説明会
　　　令和８年（２０２６年）３月２５日（水）午前９時より本校体育館にて入学における重要な
事項について、連絡及び説明をするとともに、体育用品、スリッパ、実習服（食品化学科）等
の採寸を行う予定である。なお、詳細は本校ホームページ等にて掲載する。

　　　合格者は、筆記用具、上履きを持参のうえ、必ず保護者同伴で出席すること。当日無断欠席
した者については、入学の意志がないものとして、合格を取り消すことがあるので留意すること。

　⑻　不合格者の取扱い
　　　本校校長は、不合格者の中で自己申告書を提出した者については、その自己申告書を出願者
本人宛て、親展にて返却するものとする。

教　　科
第１時限

第２時限

開始時刻

休　　　憩

終了時刻 検査時間（分）
社　会 １０：００ １０：5０ 50

数　学 １１：１０ １2：0０ 50

7



　　　　ｂ　受け取った「出願変更願（乙）」に、新たに作成した入学願、受検票、写真票を添付
し、出身中学校長を経て、出願変更先の高等学校長に提出し、受検票の交付を受ける。

　　　(ｲ)　本校の異なる学科に出願変更する場合（第２志望、第３志望の変更も含む）
　　　　※次の手続を、出願システムを通じて行う。詳細は「インターネット出願の手引き」等を参照

のこと。
　　　　　出願変更したい者は、出身中学校長を経て、本校校長に、「出願変更願（甲）」と新た

に作成した入学願、受検票、写真票を提出し、受検票の交付を受ける。
　　エ　入学者選抜手数料については、入学者選抜要項「Ⅲ後期（一般）選抜８の（4）のエ」を参照

のこと。
　　オ　自己申告書の取扱い
　　　　出願変更した者が、自己申告書を提出していた場合、本校校長は、その自己申告書を本人

宛て、親展にて返却するものとする。また、出願変更した者は、自己申告書を新たに作成し、
出願変更後の高等学校へ提出することができる。

　⑸　出願取消し（「出願取消し」とは、出願を取り消した後、どの高等学校へも出願をしない場合をいう。）
　　　出願取消しの場合は、令和８年（２０２６年）２月２４日（火）から３月３日（火）午後４時までに、

本人、保護者及び出身中学校長連署の上、文書で本校校長に届け出なければならない。ただし、土曜日
及び日曜日は除く。

　⑹　インターネット出願ができない場合
　　　インターネット環境が整わない等のやむを得ない事情により、インターネット出願ができない
志願者は本校へ問い合わせること。

７　選抜（本検査）
　⑴　学力検査
　　ア　学力検査日時
　　　　令和８年（２０２６年）３月４日（水）及び５日（木）の両日、午前１０時から実施する。
　　イ　検査場　
　　　　熊本県立菊池農業高等学校
　　ウ　学力検査時間割
　　　　第１日　３月４日（水）午前９時２０分までに受検会場に集合（昇降口にて係が案内する。）

　　　　第２日　３月５日（木）午前９時２０分までに受検会場に集合（昇降口にて係が案内する。）
 

　　エ　選抜の手順
　　　(ｱ)　第１選考については、入学者選抜要項の「Ⅲ後期（一般）選抜９の（1）のカ」による。
　　　(ｲ)　後期（一般）選抜における第１選考後の選抜基準
　　　　　第1選考での合格者数が募集人員に満たない場合、学力検査の順位を募集人員の１．１倍、

募集人員の１．２倍･･･など、募集人員の１０パーセントずつ範囲を順次拡大する。また、
調査書の評定の順位は募集人員の１．２倍、募集人員の１．４倍･･･など、募集人員の２０
パーセントずつ範囲を順次拡大し、学力検査の順位及び調査書の評定の順位が、ともにそ

１　実施学科及び募集人員
　⑴　農業科・園芸科・畜産科学科・食品化学科・生活文化科
　⑵　各学科とも募集人員は、募集定員（40人）から前期（特色）選抜の合格内定者数を減じた数とする。

２　出願資格
　　入学を志願できる者は、本県の前期（特色）選抜又は中高一貫教育（連携型）に係る入学者選
抜に合格した者以外の者であるとともに、次の⑴から⑶のいずれかに該当する者とする。
　⑴　中学校（義務教育学校及び特別支援学校中学部を含む。）を卒業した者又は令和８年（２０２６年）
３月に卒業見込みの者

　⑵　中等教育学校の前期課程を修了した者又は令和８年（２０２６年）３月に修了見込みの者
　⑶ 学校教育法施行規則第９５条の各号のいずれかに該当し、中学校を卒業した者と同等以上の
学力があると認められた者

３　通学区域等　
　　本校の通学区域は、熊本県立高等学校の通学区域に関する規則により、熊本県下全域となる。
　　同規則第４条による特例は、次のとおりとする。　
　⑴　学区外となる県外からの出願者に入学を許可し得る数は、募集人員の５パーセント以内とする。 
ただし、畜産科学科への県外からの出願者に入学を許可し得る数は、募集人員の４０パーセン
ト以内とする。

　⑵　後期（一般）選抜における学区内の受検者数が募集人員を超えていない場合、後期（一般）
選抜における募集人員内において、学区外の出願者について、⑴で設定された人員の上限を
超えて入学を許可することができる。（※入学者選抜要項「６ 通学区域等」を参照）

４　出願期間（「インターネット出願システム入力等の日程」も参照のこと。）
　⑴　出願期間は、令和８年（２０２６年）２月１２日（木）から２月１７日（火）正午までとする。
　　　志願者が出願サイトへの所定事項の入力及び入学者選抜手数料の支払いを行い、出身中学校
長が、中学校等専用サイトを通じ、承認を行った時点で「出願」とみなす。

　　　また、出願に係る書類（様式５、２１及び２２）の提出については、当該期間の毎日午前９時
から午後４時までとし、最終日は、正午までとする。ただし、土曜日及び日曜日は除く。なお、
郵送による場合は、２月１６日（月）までの消印のあるものに限り受け付ける。

　⑵　県外からの出願においても出願期間は(1)に示すとおりであるが、転勤等やむを得ない事情
によってこの期間に出願できなかった場合には、入学式当日までに本校の学区内に保護者とと
もに確実に転居し、入学後も通学区域内から通学することが確認できることを条件に、特例と
して令和８年（２０２６年）２月２４日（火）から２月２７日（金）午後４時まで受け付ける。
なお、この場合、やむを得ない事情のため令和８年（２０２６年）２月１７日（火）までに出
願できなかったことを証明する書類を添付すること。

　
５　学科の志願
　⑴　本校への出願は、第１志望から第３志望まで志願することができる。
　⑵　第２・第３志望がない場合は、入学願（様式２）の所定の欄の「希望なし」を選択する。

６　出願手続等（詳細については、別途「インターネット出願の手引き」等を参照のこと。）
　※「インターネット出願の手引き」等は熊本県教育委員会及び本校ホームページに掲載する。
　⑴　志願者情報等登録
　　　志願者は、令和７年（２０２５年）１２月１日（月）から令和８年（２０２６年）２月１７日（火）
正午までに、本校のホームページから出願サイトにアクセスし、所定事項の入力等を行う。

　⑵　出願手続
　　ア　出願者による手続
　　　　出願者は、(ｱ)～(ｶ) を出身中学校長を経由して本校校長に提出する。なお、(ｱ)～(ｳ)につい

ては、上記（1）において入力等を行ったデータにより自動的に作成され、直接提出される
ため紙媒体の提出は不要。また、(ｷ) については、出願サイトを通じて納付する。

　　　(ｱ)　入学願（様式２）
　　　　　※Ⅰ前期（特色）選抜、「２ページ、５出願手続等（2）のアの（ｱ）」を参照
　　　(ｲ)　受検票（様式３）
　　　(ｳ)　写真票（様式４）　
　　　　　※Ⅰ前期（特色）選抜、「２ページ、５出願手続等（2）のアの（ｳ）」を参照
　　　(ｴ)　自己申告書（様式５）
　　　　　※Ⅰ前期（特色）選抜、「２ページ、５出願手続等（2）のアの（ｴ）」を参照
　　　(ｵ)　海外帰国生徒等の特別措置適用申請書（様式２２）
　　　　　海外帰国生徒等の特別措置（※入学者選抜要項Ⅶの２を参照）の適用を受けようとする

者は、特別措置適用申請書を添付しなければならない。
　　　(ｶ)　県外公立高等学校入学志願についての証明書（様式２１）
　　　　　※Ⅰ前期（特色）選抜、「２ページ、５出願手続等(2)のアの(ｵ)」を参照
　　　(ｷ)　入学者選抜手数料
　　　　　入学者選抜手数料は、２，２００円とし、令和７年（２０２５年）１２月１日（月）から

令和８年（２０２６年）２月１７日（火）正午までに出願サイトを通じて納付する。
　　　　　なお、納付に係る事務手数料は出願者の負担とし、一旦納付した入学者選抜手数料及び

事務手数料は理由のいかんを問わず返付しない。
　　イ　中学校長による手続
　　　　出身中学校長は、出願者から提出された上記アの(ｱ)～(ｶ)のほか、次の書類を令和８年

（２０２６年）２月２４日（火）から２月２６日（木）までに本校校長に紙媒体で提出する
ものとする。受付時間は、午前９時から午後４時までとし、最終日は正午までとする。

　　　　なお、県外の中学校長は、熊本県教育委員会（熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号、熊
本県教育庁県立学校教育局高校教育課長宛て）及び本校校長に、成績一覧表（熊本県の様式
に沿ったもの）を令和８年（２０２６年）２月２４日（火）から２月２６日（木）までに各
１部提出しなければならない。（※入学者選抜要項「Ⅴ県外からの出願及び県外への出願の
手続」を参照）

　　　　前期（特色）選抜において、次の書類を本校に提出している場合は、提出を省略するものとする。 
　　　(ｱ)　調査書　　　（様式６）（※入学者選抜要項「８ 出願手続等」を参照）
　　　(ｲ)　成績一覧表　（様式７）（※入学者選抜要項「８ 出願手続等」を参照）
　　ウ　本校校長による手続
　　　　本校校長は、提出された上記のアの(ｱ)～(ｶ)を受理した場合は、出願サイトを通じて受検

票を交付する。
　⑶　出願の制限
　　　出願は、１校限りとする。いったん入学願を提出した後には、(4) の「出願変更」及び (5) の
「出願取消し」の場合を除き、どのような変更（出願期間内に、ある高等学校への出願を取り下
げて、別の高等学校に出願することも含む。）も認めない。

　⑷　出願変更
　　ア　出願した高等学校、学科を変更したい者は、１回に限り変更することができる。
　　イ　出願変更期間は、令和８年（２０２６年）２月１８日（水）から２月２０日（金）正午まで

とし、この期間にウの出願変更の手続をすべて完了するものとする。受付時間は、午前９時か
ら午後４時までとし、最終日は正午までとする。なお、郵送による出願変更は受け付けない。

　　ウ　出願変更の手続は、次のとおりとする。
　　　(ｱ)　異なる県立高等学校に出願変更する場合
　　　　※次の手続を、出願システムを通じて行う。詳細は「インターネット出願の手引き」等を参照

のこと。
　　　　ａ　出願変更したい者は、出身中学校長を経て、本校校長に、「出願変更願（甲）」（様式１３）
　　　　　及び「出願変更願（乙）」（様式１４）を提出し、所定の欄に証明を受けた「出願変更

願（乙）」を受け取る。

の範囲に入る者を対象に、第２選考、第３選考･･･として、その中から残りの合格者を決定
していく。この際、学力検査の順位を重視する。

　　オ　受検者の携帯品
　　　　受検者は、受検票（令和８年（２０２６年）２月２３日（月）から３月４日（水）までの

間に出願サイトを通じて印刷する。）、筆記用具、消しゴム、定規、コンパス、上履き、弁
当（１日目のみ）を持参すること。ただし、三角定規、分度器付き定規、分度器付きコンパ
ス、分度器、下敷き、電卓、計算機能・辞書機能・地図表示機能を持つ時計、移動通信機器
（携帯電話等）、ウェアラブル端末（スマートウォッチ等）等、検査上公正を欠くものの検
査を実施する教室への持ち込みは許さない。

　　カ　その他
　　　　入学願、調査書及び成績一覧表等の提出書類に虚偽の事実を発見した場合は、合格発表後

であっても、その合格を取り消すことがある。

８　合格者の発表
　　令和８年（２０２６年）３月１２日（木）に受検番号で発表する。本校における掲示の発表は
行わず、特設Ｗｅｂページで発表する。詳細については、別途通知するとともに県教育委員会の
ホームページに掲載される。なお、合否についての電話での問い合わせには一切応じない。個人
宛の合否の通知は一切行わない。

９　合格者説明会
　　令和８年（２０２６年）３月２５日（水）午前９時より本校体育館にて入学における重要な事
項について、連絡及び説明をするとともに、体育用品、スリッパ、実習服（食品化学科）等の採
寸を行う予定である。なお、詳細は本校ホームページ等にて掲載する。
　　合格者は、筆記用具、上履きを持参のうえ、必ず保護者同伴で出席すること。当日無断欠席し
た者については、入学の意志がないものとして、合格を取り消すことがあるので留意すること。

10　不合格者の取扱い
　　本校校長は、不合格者の中で自己申告書を提出した者については、その自己申告書を出願者本
人宛て、親展にて返却するものとする。

11　郵送による個人情報提供
　　出願者の希望があれば、次のとおり、郵送による個人情報の提供を受けることができる。
　⑴　提供する個人情報
　　　令和８年度（２０２６年度）熊本県立高等学校入学者選抜の後期（一般）選抜における学力
検査の教科別得点及び合計得点

　⑵　提供する期日等
　　　令和８年（２０２６年）３月２５日（水）から３月２７日（金）までの間に、本校から本人
宛て簡易書留にて発送する。

　⑶　提供を希望する際の手続等
　　　個人情報を希望する出願者は、提供希望願（様式２３）及び返信用封筒（長形３号）を、令
和８年（2026 年）２月２４日（火）から２月２６日（木）までに本校校長に提出すること。
受付時間は、午前９時から午後４時までとし、最終日は正午までとする。なお、返信用封筒には、
出願者本人の郵便番号、住所、氏名を記入し、返信用切手４６０円分（郵送料１１０円分及び
簡易書留の料金３５０円分）を貼ること。

　　（※入学者選抜要項「Ⅷ郵送による個人情報提供」を参照）

12　後期（一般）選抜の追検査
　⑴　資格
　　　令和８年度（２０２６年度）熊本県立高等学校入学者選抜の後期（一般）選抜に出願し、病
気その他やむを得ない事情により、後期（一般）選抜の学力検査（以下、本検査という。）を
受検することができなかった者で、その理由が出身中学校長によって証明された者

　⑵　受検できる高等学校及び学科等
　　　後期（一般）選抜に出願した本校の同一学科とする。
　⑶　募集人員
　　　若干名
　　　（本検査においてすでに募集定員を満たしている場合、本検査の受検者とは別に募集定員を
超えて入学を許可することができる。）

　⑷　申請期間及び手続等
　　　希望者は、令和８年（２０２６年）３月４日（水）から３月９日（月）までの間、出身中学
校長を経由して、本校校長に、追検査受検願（様式１５）を紙媒体で提出すること。受付時間は、
毎日午前９時から午後４時までとする。ただし、土曜日及び日曜日は除く。本校校長は、出身
中学校長へ３月１０日（火）午後４時までに追検査承認の可否を伝える。また、出身中学校長は、
当該生徒にも速やかに追検査承認の可否を伝えること。なお、本校校長から追検査の受検が承
認された者（以下、「対象者」という。）のみ追検査を受検することができる。

　⑸　選抜
　　　学力検査
　　　ア　学力検査日時
　　　　　令和８年（２０２６年）３月１３日（金）、午前９時３０分から実施する。
　　　イ　検査場　
　　　　　熊本県立菊池農業高等学校
　　　ウ　学力検査時間割
　　　　　３月１３日（金）午前９時００分　本校事務室前集合

　　　エ　選抜の手順
　　　　　学力検査の結果を入学者選抜要項「Ⅲ後期（一般）選抜　４ 入学者選抜の方法 (1)、

(2)」に定める資料の一つとして選抜基準を定め、選抜を行う。なお、面接は実施しない。
　　　オ　受検者の携帯品
　　　　　本検査に準じる。
　⑹　合格者の発表
　　　令和８年（２０２６年）３月１７日（火）に、対象者に郵送で通知 ( 様式１６) するとともに、
出身中学校長に通知 ( 様式１７ ) する。ただし、選抜結果の通知書は、出願者の出身中学校長
又はその代理者に手交することができる。

　⑺　合格者説明会
　　　令和８年（２０２６年）３月２５日（水）午前９時より本校体育館にて入学における重要な
事項について、連絡及び説明をするとともに、体育用品、スリッパ、実習服（食品化学科）等
の採寸を行う予定である。なお、詳細は本校ホームページ等にて掲載する。

　　　合格者は、筆記用具、上履きを持参のうえ、必ず保護者同伴で出席すること。当日無断欠席
した者については、入学の意志がないものとして、合格を取り消すことがあるので留意すること。

　⑻　不合格者の取扱い
　　　本校校長は、不合格者の中で自己申告書を提出した者については、その自己申告書を出願者
本人宛て、親展にて返却するものとする。
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　　　　ｂ　受け取った「出願変更願（乙）」に、新たに作成した入学願、受検票、写真票を添付
し、出身中学校長を経て、出願変更先の高等学校長に提出し、受検票の交付を受ける。

　　　(ｲ)　本校の異なる学科に出願変更する場合（第２志望、第３志望の変更も含む）
　　　　※次の手続を、出願システムを通じて行う。詳細は「インターネット出願の手引き」等を参照

のこと。
　　　　　出願変更したい者は、出身中学校長を経て、本校校長に、「出願変更願（甲）」と新た

に作成した入学願、受検票、写真票を提出し、受検票の交付を受ける。
　　エ　入学者選抜手数料については、入学者選抜要項「Ⅲ後期（一般）選抜８の（4）のエ」を参照

のこと。
　　オ　自己申告書の取扱い
　　　　出願変更した者が、自己申告書を提出していた場合、本校校長は、その自己申告書を本人

宛て、親展にて返却するものとする。また、出願変更した者は、自己申告書を新たに作成し、
出願変更後の高等学校へ提出することができる。

　⑸　出願取消し（「出願取消し」とは、出願を取り消した後、どの高等学校へも出願をしない場合をいう。）
　　　出願取消しの場合は、令和８年（２０２６年）２月２４日（火）から３月３日（火）午後４時までに、

本人、保護者及び出身中学校長連署の上、文書で本校校長に届け出なければならない。ただし、土曜日
及び日曜日は除く。

　⑹　インターネット出願ができない場合
　　　インターネット環境が整わない等のやむを得ない事情により、インターネット出願ができない
志願者は本校へ問い合わせること。

７　選抜（本検査）
　⑴　学力検査
　　ア　学力検査日時
　　　　令和８年（２０２６年）３月４日（水）及び５日（木）の両日、午前１０時から実施する。
　　イ　検査場　
　　　　熊本県立菊池農業高等学校
　　ウ　学力検査時間割
　　　　第１日　３月４日（水）午前９時２０分までに受検会場に集合（昇降口にて係が案内する。）

　　　　第２日　３月５日（木）午前９時２０分までに受検会場に集合（昇降口にて係が案内する。）
 

　　エ　選抜の手順
　　　(ｱ)　第１選考については、入学者選抜要項の「Ⅲ後期（一般）選抜９の（1）のカ」による。
　　　(ｲ)　後期（一般）選抜における第１選考後の選抜基準
　　　　　第1選考での合格者数が募集人員に満たない場合、学力検査の順位を募集人員の１．１倍、

募集人員の１．２倍･･･など、募集人員の１０パーセントずつ範囲を順次拡大する。また、
調査書の評定の順位は募集人員の１．２倍、募集人員の１．４倍･･･など、募集人員の２０
パーセントずつ範囲を順次拡大し、学力検査の順位及び調査書の評定の順位が、ともにそ

１　実施学科及び募集人員
　⑴　農業科・園芸科・畜産科学科・食品化学科・生活文化科
　⑵　各学科とも募集人員は、募集定員（40人）から前期（特色）選抜の合格内定者数を減じた数とする。

２　出願資格
　　入学を志願できる者は、本県の前期（特色）選抜又は中高一貫教育（連携型）に係る入学者選
抜に合格した者以外の者であるとともに、次の⑴から⑶のいずれかに該当する者とする。
　⑴　中学校（義務教育学校及び特別支援学校中学部を含む。）を卒業した者又は令和８年（２０２６年）
３月に卒業見込みの者

　⑵　中等教育学校の前期課程を修了した者又は令和８年（２０２６年）３月に修了見込みの者
　⑶ 学校教育法施行規則第９５条の各号のいずれかに該当し、中学校を卒業した者と同等以上の
学力があると認められた者

３　通学区域等　
　　本校の通学区域は、熊本県立高等学校の通学区域に関する規則により、熊本県下全域となる。
　　同規則第４条による特例は、次のとおりとする。　
　⑴　学区外となる県外からの出願者に入学を許可し得る数は、募集人員の５パーセント以内とする。 
ただし、畜産科学科への県外からの出願者に入学を許可し得る数は、募集人員の４０パーセン
ト以内とする。

　⑵　後期（一般）選抜における学区内の受検者数が募集人員を超えていない場合、後期（一般）
選抜における募集人員内において、学区外の出願者について、⑴で設定された人員の上限を
超えて入学を許可することができる。（※入学者選抜要項「６ 通学区域等」を参照）

４　出願期間（「インターネット出願システム入力等の日程」も参照のこと。）
　⑴　出願期間は、令和８年（２０２６年）２月１２日（木）から２月１７日（火）正午までとする。
　　　志願者が出願サイトへの所定事項の入力及び入学者選抜手数料の支払いを行い、出身中学校
長が、中学校等専用サイトを通じ、承認を行った時点で「出願」とみなす。

　　　また、出願に係る書類（様式５、２１及び２２）の提出については、当該期間の毎日午前９時
から午後４時までとし、最終日は、正午までとする。ただし、土曜日及び日曜日は除く。なお、
郵送による場合は、２月１６日（月）までの消印のあるものに限り受け付ける。

　⑵　県外からの出願においても出願期間は(1)に示すとおりであるが、転勤等やむを得ない事情
によってこの期間に出願できなかった場合には、入学式当日までに本校の学区内に保護者とと
もに確実に転居し、入学後も通学区域内から通学することが確認できることを条件に、特例と
して令和８年（２０２６年）２月２４日（火）から２月２７日（金）午後４時まで受け付ける。
なお、この場合、やむを得ない事情のため令和８年（２０２６年）２月１７日（火）までに出
願できなかったことを証明する書類を添付すること。

　
５　学科の志願
　⑴　本校への出願は、第１志望から第３志望まで志願することができる。
　⑵　第２・第３志望がない場合は、入学願（様式２）の所定の欄の「希望なし」を選択する。

６　出願手続等（詳細については、別途「インターネット出願の手引き」等を参照のこと。）
　※「インターネット出願の手引き」等は熊本県教育委員会及び本校ホームページに掲載する。
　⑴　志願者情報等登録
　　　志願者は、令和７年（２０２５年）１２月１日（月）から令和８年（２０２６年）２月１７日（火）

正午までに、本校のホームページから出願サイトにアクセスし、所定事項の入力等を行う。

　⑵　出願手続
　　ア　出願者による手続
　　　　出願者は、(ｱ)～(ｶ) を出身中学校長を経由して本校校長に提出する。なお、(ｱ)～(ｳ)につい

ては、上記（1）において入力等を行ったデータにより自動的に作成され、直接提出される
ため紙媒体の提出は不要。また、(ｷ) については、出願サイトを通じて納付する。

　　　(ｱ)　入学願（様式２）
　　　　　※Ⅰ前期（特色）選抜、「２ページ、５出願手続等（2）のアの（ｱ）」を参照
　　　(ｲ)　受検票（様式３）
　　　(ｳ)　写真票（様式４）　
　　　　　※Ⅰ前期（特色）選抜、「２ページ、５出願手続等（2）のアの（ｳ）」を参照
　　　(ｴ)　自己申告書（様式５）
　　　　　※Ⅰ前期（特色）選抜、「２ページ、５出願手続等（2）のアの（ｴ）」を参照
　　　(ｵ)　海外帰国生徒等の特別措置適用申請書（様式２２）
　　　　　海外帰国生徒等の特別措置（※入学者選抜要項Ⅶの２を参照）の適用を受けようとする

者は、特別措置適用申請書を添付しなければならない。
　　　(ｶ)　県外公立高等学校入学志願についての証明書（様式２１）
　　　　　※Ⅰ前期（特色）選抜、「２ページ、５出願手続等(2)のアの(ｵ)」を参照
　　　(ｷ)　入学者選抜手数料
　　　　　入学者選抜手数料は、２，２００円とし、令和７年（２０２５年）１２月１日（月）から

令和８年（２０２６年）２月１７日（火）正午までに出願サイトを通じて納付する。
　　　　　なお、納付に係る事務手数料は出願者の負担とし、一旦納付した入学者選抜手数料及び

事務手数料は理由のいかんを問わず返付しない。
　　イ　中学校長による手続
　　　　出身中学校長は、出願者から提出された上記アの(ｱ)～(ｶ)のほか、次の書類を令和８年

（２０２６年）２月２４日（火）から２月２６日（木）までに本校校長に紙媒体で提出する
ものとする。受付時間は、午前９時から午後４時までとし、最終日は正午までとする。

　　　　なお、県外の中学校長は、熊本県教育委員会（熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号、熊
本県教育庁県立学校教育局高校教育課長宛て）及び本校校長に、成績一覧表（熊本県の様式
に沿ったもの）を令和８年（２０２６年）２月２４日（火）から２月２６日（木）までに各
１部提出しなければならない。（※入学者選抜要項「Ⅴ県外からの出願及び県外への出願の
手続」を参照）

　　　　前期（特色）選抜において、次の書類を本校に提出している場合は、提出を省略するものとする。 
　　　(ｱ)　調査書　　　（様式６）（※入学者選抜要項「８ 出願手続等」を参照）
　　　(ｲ)　成績一覧表　（様式７）（※入学者選抜要項「８ 出願手続等」を参照）
　　ウ　本校校長による手続
　　　　本校校長は、提出された上記のアの(ｱ)～(ｶ)を受理した場合は、出願サイトを通じて受検

票を交付する。
　⑶　出願の制限
　　　出願は、１校限りとする。いったん入学願を提出した後には、(4) の「出願変更」及び (5) の
「出願取消し」の場合を除き、どのような変更（出願期間内に、ある高等学校への出願を取り下
げて、別の高等学校に出願することも含む。）も認めない。

　⑷　出願変更
　　ア　出願した高等学校、学科を変更したい者は、１回に限り変更することができる。
　　イ　出願変更期間は、令和８年（２０２６年）２月１８日（水）から２月２０日（金）正午まで

とし、この期間にウの出願変更の手続をすべて完了するものとする。受付時間は、午前９時か
ら午後４時までとし、最終日は正午までとする。なお、郵送による出願変更は受け付けない。

　　ウ　出願変更の手続は、次のとおりとする。
　　　(ｱ)　異なる県立高等学校に出願変更する場合
　　　　※次の手続を、出願システムを通じて行う。詳細は「インターネット出願の手引き」等を参照

のこと。
　　　　ａ　出願変更したい者は、出身中学校長を経て、本校校長に、「出願変更願（甲）」（様式１３）
　　　　　及び「出願変更願（乙）」（様式１４）を提出し、所定の欄に証明を受けた「出願変更

願（乙）」を受け取る。

の範囲に入る者を対象に、第２選考、第３選考･･･として、その中から残りの合格者を決定
していく。この際、学力検査の順位を重視する。

　　オ　受検者の携帯品
　　　　受検者は、受検票（令和８年（２０２６年）２月２３日（月）から３月４日（水）までの

間に出願サイトを通じて印刷する。）、筆記用具、消しゴム、定規、コンパス、上履き、弁
当（１日目のみ）を持参すること。ただし、三角定規、分度器付き定規、分度器付きコンパ
ス、分度器、下敷き、電卓、計算機能・辞書機能・地図表示機能を持つ時計、移動通信機器
（携帯電話等）、ウェアラブル端末（スマートウォッチ等）等、検査上公正を欠くものの検
査を実施する教室への持ち込みは許さない。

　　カ　その他
　　　　入学願、調査書及び成績一覧表等の提出書類に虚偽の事実を発見した場合は、合格発表後

であっても、その合格を取り消すことがある。

８　合格者の発表
　　令和８年（２０２６年）３月１２日（木）に受検番号で発表する。本校における掲示の発表は
行わず、特設Ｗｅｂページで発表する。詳細については、別途通知するとともに県教育委員会の
ホームページに掲載される。なお、合否についての電話での問い合わせには一切応じない。個人
宛の合否の通知は一切行わない。

９　合格者説明会
　　令和８年（２０２６年）３月２５日（水）午前９時より本校体育館にて入学における重要な事
項について、連絡及び説明をするとともに、体育用品、スリッパ、実習服（食品化学科）等の採
寸を行う予定である。なお、詳細は本校ホームページ等にて掲載する。
　　合格者は、筆記用具、上履きを持参のうえ、必ず保護者同伴で出席すること。当日無断欠席し
た者については、入学の意志がないものとして、合格を取り消すことがあるので留意すること。

10　不合格者の取扱い
　　本校校長は、不合格者の中で自己申告書を提出した者については、その自己申告書を出願者本
人宛て、親展にて返却するものとする。

11　郵送による個人情報提供
　　出願者の希望があれば、次のとおり、郵送による個人情報の提供を受けることができる。
　⑴　提供する個人情報
　　　令和８年度（２０２６年度）熊本県立高等学校入学者選抜の後期（一般）選抜における学力
検査の教科別得点及び合計得点

　⑵　提供する期日等
　　　令和８年（２０２６年）３月２５日（水）から３月２７日（金）までの間に、本校から本人
宛て簡易書留にて発送する。

　⑶　提供を希望する際の手続等
　　　個人情報を希望する出願者は、提供希望願（様式２３）及び返信用封筒（長形３号）を、令
和８年（2026 年）２月２４日（火）から２月２６日（木）までに本校校長に提出すること。
受付時間は、午前９時から午後４時までとし、最終日は正午までとする。なお、返信用封筒には、
出願者本人の郵便番号、住所、氏名を記入し、返信用切手４６０円分（郵送料１１０円分及び
簡易書留の料金３５０円分）を貼ること。

　　（※入学者選抜要項「Ⅷ郵送による個人情報提供」を参照）

12　後期（一般）選抜の追検査
　⑴　資格
　　　令和８年度（２０２６年度）熊本県立高等学校入学者選抜の後期（一般）選抜に出願し、病

気その他やむを得ない事情により、後期（一般）選抜の学力検査（以下、本検査という。）を
受検することができなかった者で、その理由が出身中学校長によって証明された者

　⑵　受検できる高等学校及び学科等
　　　後期（一般）選抜に出願した本校の同一学科とする。
　⑶　募集人員
　　　若干名
　　　（本検査においてすでに募集定員を満たしている場合、本検査の受検者とは別に募集定員を
超えて入学を許可することができる。）

　⑷　申請期間及び手続等
　　　希望者は、令和８年（２０２６年）３月４日（水）から３月９日（月）までの間、出身中学
校長を経由して、本校校長に、追検査受検願（様式１５）を紙媒体で提出すること。受付時間は、
毎日午前９時から午後４時までとする。ただし、土曜日及び日曜日は除く。本校校長は、出身
中学校長へ３月１０日（火）午後４時までに追検査承認の可否を伝える。また、出身中学校長は、
当該生徒にも速やかに追検査承認の可否を伝えること。なお、本校校長から追検査の受検が承
認された者（以下、「対象者」という。）のみ追検査を受検することができる。

　⑸　選抜
　　　学力検査
　　　ア　学力検査日時
　　　　　令和８年（２０２６年）３月１３日（金）、午前９時３０分から実施する。
　　　イ　検査場　
　　　　　熊本県立菊池農業高等学校
　　　ウ　学力検査時間割
　　　　　３月１３日（金）午前９時００分　本校事務室前集合

　　　エ　選抜の手順
　　　　　学力検査の結果を入学者選抜要項「Ⅲ後期（一般）選抜　４ 入学者選抜の方法 (1)、

(2)」に定める資料の一つとして選抜基準を定め、選抜を行う。なお、面接は実施しない。
　　　オ　受検者の携帯品
　　　　　本検査に準じる。
　⑹　合格者の発表
　　　令和８年（２０２６年）３月１７日（火）に、対象者に郵送で通知 ( 様式１６) するとともに、
出身中学校長に通知 ( 様式１７ ) する。ただし、選抜結果の通知書は、出願者の出身中学校長
又はその代理者に手交することができる。

　⑺　合格者説明会
　　　令和８年（２０２６年）３月２５日（水）午前９時より本校体育館にて入学における重要な
事項について、連絡及び説明をするとともに、体育用品、スリッパ、実習服（食品化学科）等
の採寸を行う予定である。なお、詳細は本校ホームページ等にて掲載する。

　　　合格者は、筆記用具、上履きを持参のうえ、必ず保護者同伴で出席すること。当日無断欠席
した者については、入学の意志がないものとして、合格を取り消すことがあるので留意すること。

　⑻　不合格者の取扱い
　　　本校校長は、不合格者の中で自己申告書を提出した者については、その自己申告書を出願者
本人宛て、親展にて返却するものとする。

教　　科
第１時限

第２時限

第３時限

開始時刻

休　　　憩

休　　　憩

終了時刻 検査時間（分）
国　語 ０９：３０ １０：２０ 50

数　学 １０：４０ １１：３０ 50

英　語 １１：５０ １２：４０ 50
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Ⅲ　二　次　募　集
１　出願資格
　　令和８年度（２０２６年度）熊本県公立高等学校入学者選抜の後期（一般）選抜における学力
検査（以下、「学力検査」という。）を受検した者（定時制課程における成人特別措置による受
検者を除く。）で、出願時において、本県の公立高等学校に合格していない者とする。ただし、
後期（一般）選抜で受検した本校の同一学科（第１志望学科に限る。）に出願することはできない。

２　実施学科及び募集人員
　⑴　合格者数が募集定員に満たない学科について、二次募集を実施する。
　⑵　募集定員から前期（特色）選抜及び後期（一般）選抜の合格者数を減じた数とする。

３　出願期間（「インターネット出願システム入力等の日程」も参照のこと。）
　　出願期間は、令和８年（２０２６年）３月１３日（金）から３月１８日（水）午後４時までとする。
　　志願者が出願サイトへの所定事項の入力及び入学者選抜手数料の支払いを行い、出身中学校長
が、中学校等専用サイトを通じ、承認を行った時点で「出願」とみなす。

４　出願手続等（詳細については、別途「インターネット出願の手引き」等を参照のこと。）
　※「インターネット出願の手引き」等は熊本県教育委員会及び本校ホームページに掲載する。
　⑴　出願の手続きは、次のとおりとする。
　　ア　出願サイトを通じて所定事項の入力及び入学者選抜手数料（２，２００円）の納付等を行

い、入学願（二次募集）（様式１８）を、出身中学校長を経て本校校長に提出する。なお、
自己申告書は希望すれば提出できる。

　　イ　出身中学校長は、当該志願者が学力検査を受検した公立高等学校の校長に、後期（一般）
選抜学力検査成績証明書等送付願（様式２０）を紙媒体で提出する。提出については出願期
間の毎日午前９時から午後４時までとする。ただし、土曜日及び日曜日は除く。なお、郵送
にて提出する場合は、出身中学校長は、当該志願者が学力検査を受検した公立高等学校の校
長宛てに後期（一般）選抜学力検査成績証明書等送付願を３月１８日（水）までの消印とな
るように投函するとともに、３月１８日（水）午後４時までに、後期（一般）選抜学力検査
成績証明書等送付願をファクシミリで送信すること。

　　ウ　本校校長は、アで提出された入学願等を受理した場合は、出願サイトを通じて二次募集受
付票（様式１９）を交付する。

　⑵　出願は、１校１学科限りとする。

５　選抜
　⑴　調査書、学力検査の結果等を資料として、出願する学科の特色に応じて、その教育を受ける
に必要な能力・適性等を判定して行う。

　⑵　入学願等の提出書類に虚偽の事実を発見した場合は、合格発表後であっても、その合格を取
り消すことがある。

６　選抜結果の通知（詳細については、別途「インターネット出願の手引き」等を参照のこと。）
　　選抜結果について、令和８年（２０２６年）３月２４日（火）に、出願サイトを通じて出願者
に通知するとともに、中学校等専用サイトを通じて出身中学校長に通知する。

７　合格者説明会
　　令和８年（２０２６年）３月２５日（水）午前９時より本校体育館にて入学における重要な事
項について、連絡及び説明をするとともに、体育用品、スリッパ、実習服（食品化学科）等の採
寸を行う予定である。なお、詳細は本校ホームページ等にて掲載する。
　　合格者は、筆記用具、上履きを持参のうえ、必ず保護者同伴で出席すること。当日無断欠席し
た者については、入学の意志がないものとして、合格を取り消すことがあるので留意すること。

８　不合格者の取扱い
　　本校校長は、不合格者の中で自己申告書を提出した者については、その自己申告書を出願者本
人宛て、親展にて返却するものとする。
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